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は
じ
め
に 

 

周
知
の
如
く
、
南
宋
の
洪
邁
（
一
一
二
三
年
～
一
二
〇
二
年
）
が
著
し
た
『
夷

堅
志
』
は
、
当
時
の
日
常
性
や
生
活
の
実
態
、
人
々
の
価
値
観
な
ど
を
解
明
す
る

上
で
の
情
報
の
宝
庫
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
輯
録
さ
れ
て
い
る
逸
話
は
二
七
〇

〇
を
超
え
、
そ
の
豊
富
さ
と
多
様
な
内
容
の
故
か
ら
か
、
解
読
に
は
多
大
な
労
力

と
知
識
を
要
し
、
書
物
自
体
の
全
容
や
逸
話
の
史
料
性
は
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
我
々
は
そ
の
課
題
に
立
ち
向
か
い
、
当
時
の
中
国
の
日
常
性
や
生
活
文

化
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
、『
夷
堅
志
』
を
如
何
に
史
的
研
究
に
活
用
す
べ
き

な
の
か
、
ど
う
し
た
ら
『
夷
堅
志
』
活
用
の
便
を
よ
り
図
れ
る
の
か
、
内
外
で
関

心
が
高
ま
っ
て
い
る
『
夷
堅
志
』
研
究
を
国
際
的
な
共
同
研
究
と
し
て
推
進
す
る

た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
課
題
を
掲
げ
、
十
名
余
り
の
メ
ン
バ
ー
と

と
も
に
『
夷
堅
志
』
共
同
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
南
宋･

洪
邁
『
夷
堅
志
』
の
史

的
研
究
活
用
に
向
け
た
史
料
性
及
び
全
容
の
解
明
と
情
報
ツ
ー
ル
の
構
築
」
１

を

立
ち
上
げ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
最
初
の
成
果
は
、
既
に
「
南
宋･

洪
邁
『
夷
堅
志
』

の
史
的
研
究
活
用
に
向
け
て
（
一
）
」
２

と
題
し
て
公
表
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
共
同
研
究
の
立
ち
上
げ
に
至
っ
た
経
緯
や
目
的
及
び
視
点
等
に
つ
い

て
の
詳
細
は
、
こ
ち
ら
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

本
稿
は
こ
の
『
夷
堅
志
』
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
成
果
の
続
編
で
あ

る
。『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
に
含
ま
れ
る
五
話
の
訳
注
稿
（
【
原
文
】【
現
代
語
訳
】

【
注
釈
】【
解
説
】【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
）
と
、
そ
れ
ら
の
各
逸
話
か
ら
抽
出
し
た
キ
ー

ワ
ー
ド
等
の
情
報
を
一
覧
表
化
し
た
も
の
を
呈
示
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い

る
が
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
解
読
作
業
に
資
す
る
た
め
に
、
こ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
着
目
す
る
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
一
考
察
に
も
触
れ

る
こ
と
に
し
た
３

。 

本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
及
び
「
む
す
び
に
か
え
て
」
の
部
分
と
全
体
の
監
修
は

須
江
隆
と
小
島
浩
之
が
、
第
一
節
の
「
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」

の
部
分
は
小
島
浩
之
が
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
に
示
す
訳
注
稿
の
う
ち
「
樓
煩
道
中

婦
人
」（
第
二
節
）
と
「
普
光
寺
僧
」（
第
三
節
）
は
津
田
資
久
が
、「
劉
將
軍
」（
第

四
節
）
と
「
河
中
西
巖
龍
」
（
第
五
節
）
は
梅
村
尚
樹
が
、
「
宋
中
正
」
（
第
六
節
）

は
村
田
岳
が
主
に
担
当
し
た
。
但
し
各
訳
注
稿
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
五
名
の

筆
者
に
加
え
、
共
同
研
究
の
他
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
江
川
式
部
、
榎
並
岳
史
、
高

橋
亨
、
藤
本
猛
、
渡
辺
健
哉
に
よ
る
検
討
も
経
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き

た
い
。 

な
お
本
稿
で
は
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
で
原
本
に
最
も
近
い
と
さ
れ
る
、
一
九

二
七
年
に
涵
芬
楼
が
出
版
し
た
張
元
済
『
新
校
輯
補
夷
堅
志
』
二
〇
六
巻
を
底
本

と
す
る
、
中
華
書
局
点
校
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
【
原
文
】
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二 

に
附
し
た
句
読
点
に
つ
い
て
は
、【
現
代
語
訳
】
に
即
し
て
若
干
の
変
更
を
し
て
い

る
。 

 

 
 

一
、
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て 

 

さ
て
、
訳
注
に
入
る
前
に
、
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
。
現
存
す
る
『
夷
堅
志
』
の
篇
目
は
、
前
志
、
初
志
、
正
志
な
ど
と
も

い
わ
れ
る
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
志
各
二
十
巻
、
続
志
や
支
志
と
呼
ば
れ
る
支
甲

か
ら
支
戊
、
支
庚
、
支
癸
の
七
志
各
十
巻
、
後
志
や
三
志
と
呼
ば
れ
る
三
己
・
三

辛
・
三
壬
の
三
志
各
十
巻
で
あ
る
（
こ
の
ほ
か
諸
書
に
佚
文
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
触
れ
な
い
）
。
現
存
『
夷
堅
志
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
大
塚
秀

高
、
潘
超
、
張
祝
平
、
胡
紹
文
の
各
氏
ら
に
文
学
や
書
誌
学
の
見
地
か
ら
専
論
が

あ
る
ほ
か
４

、
愛
宕
松
男
氏
な
ど
歴
史
学
の
側
か
ら
も
言
及
が
あ
る
５

。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
成
果
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
、
本
訳
注
稿
が
対
象
と
す
る
支
甲
巻
を
含
む

『
夷
堅
志
』
支
志
の
部
分
に
つ
い
て
、
諸
本
の
継
受
関
係
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。 

『
夷
堅
志
』
は
、
一
九
二
七
年
に
涵
芬
楼
が
出
版
し
た
張
元
済
『
新
校
輯
補
夷

堅
志
』
二
〇
六
巻
が
最
も
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
本
訳
注
稿
が
底
本
と

す
る
中
華
書
局
点
校
本
も
こ
れ
に
基
づ
く
。
支
甲
巻
を
含
む
「
支
志
」
部
分
に
つ

い
て
、
張
元
済
本
で
は
三
志
と
と
も
に
、
袁
伯
夔
が
所
蔵
し
て
い
た
黄
丕
烈
校
訂

の
旧
鈔
本
に
依
っ
た
と
す
る
。「
支
志
」
部
分
は
紹
煕
五
年
（
一
一
九
四
年
）
か
ら

慶
元
三
年
（
一
一
九
七
年
）
の
執
筆
と
さ
れ
、
現
存
す
る
の
は
全
十
志
の
う
ち
七

志
で
、
支
己
志
・
支
辛
志
・
支
壬
志
を
欠
い
て
い
る
。 

明
代
に
は
既
に
『
夷
堅
志
』
支
志
は
完
本
で
は
な
く
、
七
志
の
状
態
で
通
行
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
・
呂
胤
昌
校
訂
『
新
刻
夷
堅
志
』
６

は
甲
か
ら
癸
ま
で

の
十
巻
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
『
夷
堅
志
』
支
志
の
う
ち
残
っ
た
七
志

と
『
夷
堅
志
』
三
志
の
合
本
で
あ
る
。
表
１
に
張
元
済
本
を
基
準
に
現
存
の
篇
目

順
序
を
並
べ
、『
新
刻
夷
堅
志
』
の
巻
構
成
と
の
対
照
を
示
す
。
た
だ
し
、
実
際
の

『
新
刻
夷
堅
志
』
の
巻
構
成
は
表
中
の
丸
数
字
の
順
序
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

己
集
・
辛
集
・
壬
集
の
各
巻
、
す
な
わ
ち
本
来
で
あ
れ
ば 

支
己
・
支
辛
・
支
壬
に

あ
た
る
内
容
が
入
る
部
分
に
、
三
志
の
三
己
志
・
三
辛
志
・
三
壬
志
の
各
巻
が
入

り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
『
新
刻
夷
堅
志
』
は
、
内
容
的
に
は
『
夷
堅
志
』
支
志
と
『
夷
堅
志
』

三
志
の
合
本
で
あ
る
も
の
の
、
巻
名
表
記
に
「
支
」
字
や
「
三
」
字
を
欠
い
て
い

る
た
め
、
見
か
け
上
は
あ
た
か
も
『
夷
堅
志
』
前
志
の
よ
う
に
み
え
て
し
ま
っ
て

い
る
。
現
存
し
な
い
が
、
胡
応
麟
が
万
暦
十
年
（
一
五
八
二
年
）
に
得
た
鈔
本
の

支
志
部
分
も
、
同
じ
構
成
で
あ
っ
た
と
い
う
８

。
な
お
、
こ
の
『
新
刻
夷
堅
志
』

表 1 明版『新刻夷堅志』の 

巻構成と実際の内容 

 現存篇目 新刻夷堅志 

前志 

甲志 

 

乙志 

 

丙志 

 

丁志 

 

支志 

支甲志 甲集① 

支乙志 乙集② 

支景志７ 丙集③ 

支丁志 丁集④ 

支戊志 戊集⑤ 

支庚志 庚集⑦ 

支癸志 癸集⑩ 

三志 

三己志 己集⑥ 

三辛志 辛集⑧ 

三壬志 壬集⑨ 
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三 

は
、
呂
胤
昌
の
校
訂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
華
書
局
本
の
校
語
で
は

「
呂
本
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

構
成
か
ら
み
て
、
『
新
刻
夷
堅
志
』
や
胡
応
麟
蔵
鈔
本
と
同
系
統
に
属
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
が
、
清
・
乾
隆
四
十
三
年
（
一
七
七
八
年
）
刊
の
周
棨
耕
煙
草
堂

本
（
草
堂
本
）
で
、
中
華
書
局
本
の
校
語
で
は
「
周
本
」
と
さ
れ
て
い
る
。
張
元

済
本
で
は
、
支
甲
か
ら
支
癸
ま
で
の
各
篇
を
十
巻
ず
つ
に
分
割
し
て
い
る
が
、『
新

刻
夷
堅
志
』
と
草
堂
本
は
ど
ち
ら
も
篇
目
内
を
分
割
し
て
い
な
い
。
細
か
く
み
る

と
、
た
と
え
ば
『
新
刻
夷
堅
志
』
と
草
堂
本
の
甲
集
（
前
掲
表
１
の
よ
う
に
実
際

の
内
容
は
支
甲
巻
に
該
当
す
る
）
は
、
張
元
済
本
の
支
甲
巻
四
末
尾
に
あ
る
「
黃

文
明
」
の
条
項
を
欠
い
て
お
り
、
癸
集
（
内
容
的
に
は
支
癸
巻
に
該
当
す
る
）
に

お
け
る
項
目
の
排
列
順
序
も
『
新
刻
夷
堅
志
』
と
草
堂
本
は
一
致
す
る
が
、
張
元

済
本
は
こ
れ
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
新
刻
夷
堅
志
』
と
草
堂
本
も

完
全
に
同
じ
で
は
な
く
、
草
堂
本
は
各
巻
を
上
下
に
分
割
し
て
お
り
、
冒
頭
に
呂

胤
昌
校
の
記
載
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
草
堂
本
と
『
新
刻
夷
堅
志
』
は
若
干
相
違

し
て
い
る
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
系
統
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
実
際

の
継
受
関
係
は
不
明
で
あ
る
。 

『
夷
堅
志
』
前
志
に
つ
い
て
は
、
静
嘉
堂
文
庫
に
宋
刻
元
修
訂
本
が
残
存
し
て

い
る
が
、『
夷
堅
志
』
支
志
に
つ
い
て
は
元
以
前
の
刊
本
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
し
、
清
代
ま
で
は
支
志
部
分
の
宋
刻
本
も
若
干
残
っ
て
い
た
と
い
う
９

。

黄
丕
烈
は
宋
版
の
残
巻
の
ほ
か
に
旧
鈔
本
を
所
蔵
し
て
お
り
、
上
海
図
書
館
所
蔵

の
黄
丕
烈
の
校
語
が
入
っ
た
鈔
本
（
『
続
修
四
庫
全
書
』
に
影
印
所
収
）
は
、
袁
伯

夔
が
こ
の
旧
鈔
本
を
抄
写
し
た
も
の
で
、
張
元
済
本
の
底
本
で
あ
る
と
い
う
関
係

で
説
明
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
旧
鈔
本
の
写
し
が
袁
伯
夔
本
で
あ
り
、
こ
れ
が

現
在
の
上
海
図
書
館
本
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
潘
超
氏
は
、
上

海
図
書
館
本
が
、
黄
丕
烈
に
よ
り
旧
鈔
本
を
底
本
と
し
て
宋
版
と
草
堂
本
で
校
訂

を
施
し
た
上
で
、
新
た
に
書
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
袁
伯
夔
抄
写
本
は
、

こ
こ
か
ら
校
語
を
参
考
に
し
て
改
め
て
抄
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
１
０

。
上
海
図
書
館
本
と
袁
伯
夔
抄
写
本
と
の
関
係
は
な
お
細
部
の
検
討
を
要
す

る
と
感
じ
る
が
、
方
向
性
と
し
て
は
潘
超
氏
の
理
解
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
草
堂
本
と
清
代
に
残
存
し
て
い
た
宋
版
や
旧
鈔
本
と
の
関
係
は
議
論
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
後
攷
を
俟
ち
た
い
。 

さ
て
、
草
堂
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
ら
れ
た
四
庫
全
書
に
は
、
前
志
や
三
志
は

無
く
、
支
志
の
う
ち
支
甲
・
支
乙
・
支
丙
・
支
丁
・
支
戊
の
五
志
の
み
が
収
め
ら

れ
て
お
り
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
に
よ
れ
ば
、
汪
如
藻
家
蔵
本
を
底
本
と
し
て

い
る
と
い
う
。
大
塚
氏
は
こ
れ
と
黄
丕
烈
蔵
旧
鈔
本
と
の
関
係
を
推
測
す
る
が
、

潘
氏
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
張
祝
平
氏
は
嘉
靖
十
五
年
（
一
五
三
六

年
）
葉
邦
栄
が
刊
行
し
た
『
夷
堅
志
』
五
十
巻
本
（
現
所
蔵
は
不
明
）
が
汪
如
藻

家
蔵
本
と
同
系
統
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。 

四
庫
全
書
文
淵
閣
本
は
、
各
篇
と
も
十
巻
に
分
か
た
れ
た
五
十
巻
構
成
で
、
支

甲
巻
四
に
「
黃
文
明
」
の
条
項
も
あ
る
か
ら
、
四
庫
本
は
系
統
的
に
張
元
済
本
に

近
い
。
先
行
研
究
の
指
摘
の
当
否
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
乾
隆
中
期
に
、

張
元
済
本
の
底
本
と
な
っ
た
『
夷
堅
志
』
支
志
以
外
に
、
こ
れ
と
近
似
す
る
別
系

統
の
『
夷
堅
志
』
支
志
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
四
庫
本
の
底
本
と
な
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
諸
本
の
関
係
を
図
示
す
る
と
後
掲
の
図
１
の
よ
う
に
な
る
。
実
線
は
継

受
関
係
が
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
る
も
の
、
波
線
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
、
一
点
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四 

鎖
線
の
矢
印
は
校
訂
利
用
の
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
潘
超
氏
も
論
ず
る
よ
う

に
上
海
図
書
館
本
か
ら
袁
伯
夔
抄
写
本
へ
の
継
受
の
段
階
で
、
他
の
校
訂
が
入
っ

て
い
る
可
能
性
や
、
さ
ら
に
数
段
階
の
抄
写
を
経
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、

明
刊
『
新
刻
夷
堅
志
』
や
四
庫
本
の
位
置
付
け
、
そ
の
張
元
済
本
へ
の
影
響
は
ま

だ
詳
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
は
未
解
明
の
部
分
が
多
々
あ
る
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
現
状
で

分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
、
本
訳
注
の
底
本
で
あ
る
中
華
書
局
本
の
『
夷

堅
志
』
支
志
の
部
分
が
、
非
常
に
複
雑
な
継
受
関
係
の
上
で
成
立
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

 

 
 

二
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
「
樓
煩
道
中
婦
人
」
訳
注
稿 

 

【
原
文
】
樓
煩
道
中
婦
人 

嵐
州
宜
芳
縣
飛
鴦
保
村
民
難
言
、
往
樓
煩
縣
、
中
道
少
憩
、
逢
婦
人
、
素
衣
高
髻
、

年
二
十
許
、
揖
而
問
曰
、「
我
自
樓
煩
來
。
欲
往
嵐
州
、
獨
行
迷
路
、
不
知
從
何
爲

便
。
」
言
指
示
之
。
將
分
首
、
婦
人
長
吁
一
聲
、
遂
仆
地
。
掖
視
之
、
死
矣
。
言
就

邸
舍
求
湯
、
飮
灌
救
、
竟
不
起
。
傍
人
過
者
見
婦
人
死
不
明
、
畏
爲
己
累
、
執
以

告
保
伍
、
遭
繫
縣
獄
訊
治
。
雖
自
誣
云
殺
而
取
其
貲
、
然
僵
尸
無
痕
傷
、
又
不
能

供
所
掠
何
物
。
郡
遣
曹
掾
明
生
者
審
究
、
呼
問
言
曰
、
「
汝
實
殺
人
耶
。
」
對
曰
、

「
難
言
也
。
」
明
生
不
悟
其
姓
名
、
再
問
之
、
復
然
。
以
爲
疑
、
乃
曰
、
「
然
則
所

①
胡
応
麟
蔵
鈔
本(

佚) 

④
『
新
刻
夷
堅
志
』 

⑦
周
棨
耕
煙
草
堂
本 

？ 

校
訂
利
用
「
周
本
」 

校
訂
利
用
「
呂
本
」 

校
訂
利
用 

②
黄
丕
烈
蔵
宋
刻
本(

佚) 

⑤
黄
丕
烈
蔵
旧
鈔
本(

佚) 

⑨
上
海
図
書
館
蔵
鈔
本 

⑩
袁
伯
夔
抄
写
本(

佚) 

⑪
『
新
校
輯
補
夷
堅
志
』 

（
張
元
済
本
） 

⑫
中
華
書
局
本 

 

？ 

校
訂
利
用 

⑧
四
庫
本 

？ 

③
嘉
靖
十
五
年
刻
本(

不
明) 

⑥
汪
如
藻
家
蔵
本(

佚)
 

？ 

図
１ 

『
夷
堅
志
』
支
志
諸
本
の
相
互
関
係 
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五 

謂
難
言
者
、
非
汝
耶
。
」
又
對
曰
、「
然
。
」
明
還
郡
、
具
白
太
守
。
別
選
吏
啓
壙
驗

之
、
但
得
朽
木
一
片
於
柩
中
。
無
從
鞫
勘
、
因
縱
釋
使
去
。
言
在
家
事
父
極
孝
謹
、

爲
鄕
社
所
重
、
至
是
蓋
獲
天
佑
云
。 

 

【
現
代
語
訳
】
楼
煩
県
の
道
中
で
出
会
っ
た
婦
人(

1) 

〔
河
東
路
〕
嵐
州
宜
芳
県
飛
鴦
保(

2)

の
村
民
で
あ
る
難
言(

3)

は
、
楼
煩
県

〔
城
〕 

(

4)

に
向
か
い
、
途
中
で
小
休
止
し
て
い
る
と
、
白
い
着
物
（
喪
服
）
で

髪
を
頭
上
に
高
く
結
ん
だ
〔
社
会
的
地
位
が
あ
る
と
思
し
き
〕(

5)

、
年
二
十
く
ら

い
の
婦
人
に
出
会
っ
た
が
、〔
そ
の
婦
人
は
〕
胸
の
前
に
手
を
組
み
合
わ
せ
て
会
釈

し
て
「
わ
た
く
し
は
楼
煩
県
〔
城
〕
か
ら
参
り
ま
し
た
。
嵐
州
〔
の
州
治
が
あ
る

宜
芳
県
城
〕
に
向
か
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
人
旅
で
路
に
迷
い
、
ど
う
い

う
道
筋
で
行
く
の
が
宜
し
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん(

6)

。
」
と
た
ず
ね
た
。
難
言
は

指
さ
し
て
〔
行
き
方
を
〕
婦
人
に
教
示
し
た
。
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
行
き
先
に
向
け
て
〕

別
れ
よ
う
と
し
た
矢
先
、
婦
人
は
〔
突
如
〕
一
声
を
発
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
地
に

倒
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
〔
難
言
は
〕
助
け
抱
え
て
婦
人
〔
の
様
子
〕
を
窺
う
と
、

〔
す
で
に
〕
死
亡
し
て
い
た
。
難
言
は
〔
近
く
の
〕
旅
館(

7)

に
行
っ
て
白
湯
を
求

め
、〔
婦
人
に
〕
飲
ま
せ
て
救
命
活
動
を
行
っ
た
が
、
結
局
、
蘇
生
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。 

傍
ら
を
通
り
過
ぎ
た
人
は
、
婦
人
の
死
亡
〔
の
原
因
〕
が
は
っ
き
り
し
な
い
の

を
目
に
し
て
、
自
分
が
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
、〔
難
言
を
〕
捕
ま
え
て

〔
地
元
の
〕
保(

8)

に
告
発
し
た
の
で
、〔
難
言
は
楼
煩
〕
県
の
獄(

9)

に
繋
が
れ
て

取
り
調
べ
を
受
け
る
羽
目
に
な
っ
た
。〔
尋
問
の
苛
酷
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

難
言
は
〕
自
ら
偽
っ
て
殺
害
し
て
彼
女
の
金
品
を
盗
っ
た
と
言
っ
た
が
、
死
体
に

は
外
傷
は
な
く
、
そ
の
上
、
奪
い
取
っ
た
物
を
何
も
提
出
で
き
な
か
っ
た
。〔
そ
こ

で
楼
煩
県
の
上
級
官
庁
で
あ
る
〕
嵐
州(

10)

は
〔
刑
〕
曹
掾(

11)

の
明
生
と
い
う
者

を
派
遣
し
て
真
相
究
明
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。〔
明
生
は
〕
呼
び
出
し
て
難
言
に
問

い
質
し
て
「
お
前
が
本
当
に
人
を
殺
し
た
の
か
？
」
と
言
う
と
、「
難
言
で
ご
ざ
い

ま
す
（
言
い
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
）
。
」
と
返
答
し
て
き
た
。
明
生
は
〔
「
難
言
」

と
い
う
の
が
〕
彼
の
姓
名
だ
と
は
気
付
か
ず
〔
文
字
通
り
「
言
え
ま
せ
ん
」
と
い

う
意
味
に
受
け
取
っ
た
の
で
〕
、
再
び
難
言
に
問
い
質
し
た
が
、
同
様
〔
の
返
事
〕

だ
っ
た
。〔
明
生
は
〕
お
か
し
い
と
思
っ
た
の
で
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
お
前
が
言

っ
て
い
る
『
難
言
』
と
は
、
お
前
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
」
と
言
う
と
、「
そ

う
で
す
。
」
と
返
答
し
た
。
明
生
は
嵐
州
〔
の
役
所
〕
に
戻
り
、
知
州(

12)

に
詳
細

に
〔
事
件
を
め
ぐ
る
難
言
の
犯
行
に
疑
義
が
あ
る
と
の
〕
報
告
を
行
っ
た
。〔
そ
れ

を
受
け
た
知
州
は
、
再
調
査
さ
せ
る
た
め
〕
別
に
胥
吏
を
選
ん
で
派
遣
し
、
墓
穴

を
掘
り
返
し
て
婦
人
の
遺
体
を
検
屍
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
一
片
の
朽
ち
た
木
が

柩
の
中
に
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。〔
そ
こ
で
〕
事
実
調
査
の
し
よ
う
も
な
い

の
で
、
〔
難
言
を
〕
釈
放
し
て
出
獄
さ
せ
た
。 

難
言
は
、
家
で
は
父
親
に
仕
え
て
極
め
て
孝
行
な
上
に
恭
し
い
態
度
で
、
郷
里

(

13)

で
一
目
置
か
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
、
無
罪
放
免
に
な
っ
た
の
は
「
天
佑
を
得

た
か
ら
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 
【
注
釈
】 

(

1)

本
巻
で
の
見
出
し
は
「
樓
煩
道
中
婦
人
」
で
あ
る
が
、
本
書
目
次
で
は
「
樓

煩
道
上
婦
人
」
に
作
る
。 

(

2)

『
元
豊
九
域
志
』
巻
四
、
河
東
路
、
嵐
州
宜
芳
県
条
に
は
「
飛
鳶
一
堡
」
と
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六 

あ
り
、
ま
た
『
宋
史
』
巻
八
六
、
地
理
志
二
、
河
東
路
に
は
「
嵐
州
、
下
、
樓

煩
郡
、
軍
事
。
太
平
興
國
五
年
（
九
八
〇
年
）
、
以
嵐
谷
隸
岢
嵐
軍
。
崇
寧
（
一

一
〇
二
年
～
一
一
〇
六
年
）
、
戶
一
萬
三
千
二
百
六
十
九
、
口
六
萬
六
千
二
百

二
十
四
。
貢
麝
香
。
縣
三
、
宜
芳
〈
中
。
有
飛
鳶
堡
。
〉
・
合
河
〈
中
下
。
有
乳

浪
砦
。
〉
・
樓
煩
〈
下
。
咸
平
五
年
（
一
〇
〇
五
年
）
、
自
憲
州
來
隸
。
〉
。
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
「
飛
鴦
保
」
は
「
飛
鳶
堡
」
の
訛
と
考
え
ら
れ
る
。
譚

其
驤
主
編
『
中
国
歴
史
地
図
集
』
第
六
冊
「
宋
・
遼
・
金
時
期
」
（
地
図
出
版

社
、
一
九
八
二
年
。
以
下
、
『
地
図
集
』
と
略
称
す
る
）
一
六―

一
七
頁
に
よ

れ
ば
、
州
治
の
宜
芳
県
は
今
の
山
西
省
嵐
県
の
北
に
、
飛
鳶
堡
は
岢
嵐
軍
と
隣

接
す
る
宜
芳
県
治
の
北
方
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
る
。
な
お
、
嘉
慶
重
修
『
大

清
一
統
志
』
巻
一
三
六
、
太
原
府
一
、
関
隘
、
飛
鳶
堡
条
に
よ
れ
ば
「
在
嵐
縣

西
北
六
十
里
乏
馬
嶺
。
」
と
あ
る
。 

(

3)

難
氏
は
実
在
す
る
姓
氏
で
あ
り
、
『
古
今
姓
氏
書
辯
証
』
巻
八
、
難
姓
条
に

「
姓
苑
云
、
百
濟
人
姓
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
広
韻
』
巻
一
、
上
平
声
、
難
条

に
「
難
、
又
姓
、
百
濟
人
。
」
と
見
え
る
一
族
で
あ
る
。
「
姓
苑
」
と
は
、
「
何

承
天
姓
苑
」
・
「
何
氏
姓
苑
」
と
も
称
さ
れ
る
劉
宋
（
南
朝
宋
）
・
何
承
天
の
書

で
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
百
済
系
の
難
氏
は
、
劉
宋
期
ま
で
に
は
江
南
に
入

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
百
済
系
の
難
氏
に
は
、
唐
に
帰
降
し
た
こ
と
で

中
国
に
入
っ
た
一
族
も
い
る
。 

右
の
百
済
系
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、
唐
代
に
成
っ
た
敦
煌
文
献
の

Ｓ
二
〇
五
二
号
「
新
集
天
下
姓
望
氏
族
譜
一
巻
并
序
」
及
び
Ｂ
八
四
一
八
号
「
姓

氏
録
」
（
共
に
鄭
炳
林
『
敦
煌
地
理
文
書
彙
輯
校
注
』
所
収
、
甘
粛
教
育
出
版

社
、
一
九
八
九
年
の
釈
文
に
拠
る
）
に
よ
れ
ば
、
「
婺
州
東
陽
郡
」
（
今
の
浙
江

省
金
華
市
一
帯
）
の
郡
望
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
難
氏
も
存
在
す
る
。 

(

4)

『
元
豊
九
域
志
』
巻
四
、
河
東
路
、
嵐
州
条
に
よ
れ
ば
、
楼
煩
県
は
嵐
州
の

属
県
で
、
「
州
南
八
十
里
。
二
鄕
。
有
白
薤
山
・
汾
水
。
」
と
あ
る
。
ま
た
『
地

図
集
』
一
六―

一
七
頁
に
よ
れ
ば
、
県
城
は
宜
芳
県
の
東
南
に
当
た
る
、
汾
水

に
面
す
る
位
置
に
比
定
さ
れ
る
。 

(

5)

「
素
衣
」
は
、
白
い
着
物
で
喪
服
を
指
す
。
ま
た
「
高
髻
」
は
、『
新
唐
書
』

巻
二
四
、
車
服
志
に
「
文
宗
卽
位
、
以
四
方
車
服
僭
奢
、
下
詔
準
儀
制
令
、
品

秩
勳
勞
爲
等
級
。…

…

婦
人
衣
青
碧
纈
・
平
頭
小
花
草
履
・
彩
帛
縵
成
履
、
而

禁
高
髻
・
險
妝
・
去
眉
・
開
額
及
吳
越
高
頭
草
履
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
宋
会

要
輯
稿
』
輿
服
四
、
臣
庶
服
の
北
宋
太
宗
の
端
拱
二
年
（
九
八
九
年
）
十
一
月

九
日
詔
（
『
宋
史
』
巻
一
五
三
、
輿
服
志
五
、
士
庶
人
服
に
も
同
文
）
に
「
婦

人
假
髻
並
宜
禁
斷
、
仍
不
得
作
高
髻
及
高
冠
。
」
と
あ
り
、
し
ば
し
ば
「
僭
奢
」

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
「
俗
尚
高
髻
、
宮
中
所
化
也
。
」
（
『
新
唐
書
』
巻
九

七
、
魏
徴
伝
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
宮
中
の
后
妃
を
真
似
た
、
貴
婦
人

を
模
す
る
髪
型
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

(

6)

グ
ー
グ
ル
・
ア
ー
ス
で
検
索
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
宜
芳
～
楼
煩
の

間
に
は
山
地
が
存
在
し
、
直
線
的
に
移
動
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
山
中
の

道
を
通
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
不
案
内
で
道
に
迷
う
難
儀
に
陥
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
な
お
、
例
え
ば
、
現
代
の
道
路
状
況
を
比
較
的
詳
し
く
示
し
て
い

る
『
中
国
司
機
行
車
地
図
冊
』
（
山
東
省
地
図
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
等
を

見
て
も
、
山
西
省
嵐
県
～
楼
煩
県
の
最
短
道
路
は
、
ど
ち
ら
か
ら
も
嵐
河
（
清

水
河
）
沿
い
か
ら
一
度
山
中
の
畢
家
坡
を
経
由
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 
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七 

(

7)

原
文
「
邸
舍
」
は
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
八
、
第
一
三
話
「
朱
諷
得
子
」
に

は
科
挙
の
省
試
の
た
め
上
京
し
た
朱
諷
が
拾
っ
た
嬰
児
を
抱
い
て
「
歸
邸
舍
」

と
あ
り
、
ま
た
同
巻
一
〇
、
第
四
話
「
蔣
堅
食
牛
」
に
は
日
者
（
占
い
師
）
の

蒋
堅
が
江
南
を
巡
業
し
て
占
い
を
行
い
「
至
鄱
陽
、
就
邸
舍
赴
卜
肆
」
と
見
え
、

い
ず
れ
も
旅
館
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
踏
ま
え
て
、

こ
の
箇
所
で
も
同
様
に
解
釈
す
る
。
ま
た
邸
舍
は
、
邸
店
・
招
商
店
・
客
邸
な

ど
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
斯
波
義
信
編
著
『
中
国
社
会
経
済
史
用
語
解
』
（
東
洋

文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
の
「
邸
店
」
（
二
〇
四
頁
）
を
参
照
。 

(

8)

原
文
「
保
伍
」
は
、
連
帯
責
任
を
以
て
五
家
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
郷
村
の
治

安
維
持
等
に
当
た
る
保
（
小
保
）
を
指
す
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
〇
四
、

哲
宗
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
年
）
八
月
辛
卯
（
一
二
日
）
条
に
は
「
樞
密
院
言
、

河
北
・
河
東
・
陝
西
保
甲
不
一
、
請
並
以
五
家
爲
保
、
丁
雖
多
、
止
作
一
保
、

其
長
・
正
、
合
隨
家
保
置
。
從
之
。
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
降
、
河

東
路
で
は
五
家
ご
と
に
保
（
小
保
）
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、

こ
れ
が
金
代
で
ど
の
よ
う
に
継
承
・
改
変
さ
れ
た
の
か
実
態
は
不
明
で
あ
る
。 

(

9)

原
文
に
は
「
縣
獄
」
と
あ
る
だ
け
で
、
宜
芳
県
の
獄
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と

も
楼
煩
の
獄
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
話
の
見
出
し

が
「
樓
煩
道
中
婦
人
」
な
い
し
「
樓
煩
道
上
婦
人
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
事

件
が
「
樓
煩
道
」
で
発
生
し
た
と
さ
れ
、
こ
れ
が
楼
煩
県
界
の
道
中
を
意
味
す

る
と
思
し
い
こ
と
、
ま
た
『
夷
堅
志
』
三
辛
志
巻
三
、
第
三
話
「
建
昌
道
店
」

に
は
「
趙
彥
珍
自
鄱
陽
往
江
西
、
至
建
昌
境
、
暮
投
民
居
、
庭
戶
極
迫
窄
、
埃

塵
不
掃
。
」
と
あ
り
、
こ
の
話
の
舞
台
と
な
っ
た
建
昌
県
界
の
道
中
の
「
民
居
」

（
旅
館
）
を
指
し
て
「
建
昌
道
店
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

こ
こ
で
の
「
縣
獄
」
と
は
、
楼
煩
の
そ
れ
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。 

(

10)

原
文
「
郡
」
は
、
唐
代
以
降
、
州
の
雅
称
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
嵐
州
の
官
署

を
指
す
。 

(

11)

「
曹
掾
」
と
は
、
州
の
幕
職
官
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
犯
罪
事
件
を
扱
う
刑
曹

の
掾
官
を
指
す
。 

(

12)

原
文
「
太
守
」
は
、
州
知
事
で
あ
る
知
州
の
雅
称
で
あ
る
。 

(

13)

原
文
「
鄕
社
」
は
、
郷
里
と
同
義
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
難
言
が
居
住

し
て
い
た
飛
鴦
保
（
飛
鳶
堡
）
一
帯
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。 

 

【
解
説
】 

本
巻
の
第
二
話
。
こ
の
一
件
が
発
生
し
た
と
さ
れ
る
時
期
は
特
に
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、
本
巻
の
第
一
話
「
張
相
公
婦
人
」
と
第
四
話
「
劉
將
軍
」
は
金
・
煕
宗

の
皇
統
年
間
（
一
一
四
一
年
～
一
一
四
九
年
）
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
ら
に
挟
ま
れ
て
い
る
本
話
及
び
第
三
話
も
、
同
様
に
そ
の
頃
に
起
き
た
事
件
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
金
史
』
巻
七
二
、
銀
术
可
伝
に

よ
れ
ば
、
北
宋
の
汴
城
（
開
封
）
を
陥
落
さ
せ
た
（
一
一
二
六
年
〈
北
宋
・
欽
宗

の
靖
康
元
年
、
金
・
太
宗
の
天
会
四
年
〉
閏
十
一
月
）
後
に
、「
攻
嵐
州
拔
之
」
と

見
え
る
の
で
、
一
一
二
六
年
末
以
降
に
金
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

話
は
、
楼
煩
道
中
で
難
言
が
出
会
っ
た
喪
服
の
年
若
い
貴
婦
人
の
死
を
め
ぐ
る

不
可
解
な
事
件
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
事
件
の
内
容
は
お
お
よ
そ
①
難
言
と
貴

婦
人
と
の
出
会
い
と
貴
婦
人
の
急
死
、
②
難
言
の
取
り
調
べ
と
そ
の
釈
放
、
③
事

後
に
郷
村
社
会
で
噂
さ
れ
た
難
言
に
対
す
る
評
価
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

と
り
わ
け
②
の
「
わ
た
し
」
と
「
言
え
ま
せ
ん
」
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
つ
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八 

「
難
言
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
と
、
事
件
の
再
調
査
を
行
い
難
言
の
命
を

救
う
こ
と
に
な
る
の
が
「
生
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
名
を
持
つ
「
明
生
」
と

い
う
人
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
二
か
所
に
説
話
と
し
て
の
掛
け
言
葉
の
面
白
み
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
「
嵐
（
山
気
）
」
を
冠
す
る
州
で
「
朽
木
」
の

怪
が
現
れ
、「
煩
（
わ
ず
ら
い
）
」
ご
と
を
「
樓
（
あ
つ
め
る
）
」
と
も
訓
じ
ら
れ
る

「
樓
煩
」
に
向
か
っ
た
難
言
が
難
儀
に
遭
遇
す
る
も
、
「
孝
謹
」
と
い
う
「
宜
芳
」

た
る
徳
に
よ
り
「
天
祐
」
に
与
る
と
い
う
掛
け
言
葉
も
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。 

ま
た
埋
葬
前
ま
で
は
誰
も
が
婦
人
と
認
識
し
て
い
た
存
在
が
、
実
は
朽
木
が
化

身
し
た
と
見
ら
れ
る
怪
異
で
あ
っ
た
と
い
う
顛
末
も
、
六
朝
以
来
の
志
怪
小
説
を

彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
東
晋
・
干
宝
『
捜
神
記
』（
二
〇

巻
本
）
巻
一
九
、
第
六
話
（
二
〇
巻
本
通
算
四
四
五
話
目
）
に
は
、
孔
子
の
言
と

し
て
、 夫

六
畜
之
物
、
及
龜
・
蛇
・
魚
・
鱉
・
草
・
木
之
屬
、
久
者
神
皆
憑
依
、
能

爲
妖
怪
、
故
謂
之
五
酉
。
五
酉
者
、
五
行
之
方
、
皆
有
其
物
。
酉
者
老
也
。

物
老
則
爲
怪
、
殺
之
則
已
、
夫
何
患
焉
。 

と
見
え
、
古
木
に
も
「
神
」
が
憑
依
し
て
「
妖
怪
」
に
な
る
と
い
う
認
識
が
見
え

る
。
た
だ
、
本
話
で
の
「
朽
木
」
と
確
認
さ
れ
た
物
体
が
、
そ
も
そ
も
古
木
の
妖

怪
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
生
命
活
動
を
失
っ
て
朽
木
と
な
っ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
当
初
か
ら
朽
木
の
妖
怪
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
か

は
定
か
で
は
な
い
。 

な
お
、
本
話
か
ら
は
、
当
時
の
地
方
に
お
け
る
裁
判
制
度
の
一
端
が
窺
え
る
。 

 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

保
（
堡
）
、
難
姓
、
婦
人
（
女
性
）
、
素
衣
高
髻
、
邸
舍
、
保
伍
、
自
誣
、
州
曹
掾
、

天
祐
、
掛
け
言
葉
、
朽
木
の
怪
、
地
方
の
裁
判
制
度
、
旅
、
交
通
、
孝
、
倫
理
観
、

墓
、
胥
吏
の
実
態
、
検
屍
、
村
民
レ
ベ
ル
で
の
儒
教
受
容 

 

 
 

三
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
「
普
光
寺
僧
」
訳
注
稿 

 【
原
文
】
普
光
寺
僧 

武
城
之
東
、
普
光
寺
行
童
元
暉
、
近
村
王
大
葉
本
作
氏

。
子
也
。
既
作
僧
、
爲
街
坊

化
士
、
嗜
酒
不
檢
、
一
意
狎
遊
。
年
二
十
五
歲
、
得
疾
甚
惡
、
還
其
家
。
困
臥
閲

一
寒
暑
、
忽
昏
不
知
人
、
擧
室
環
泣
。
少
頃
、
仰
首
長
鳴
、
頓
仆
於
下
。
葉
本
作
地
。

問
其
所
苦
、
稍
能
言
曰
、「
腰
脊
之
下
、
尾
骨
痛
不
可
忍
。
」
呼
瘍
醫
孔
彥
璋
視
之
、

乃
短
驢
尾
自
皮
膚
閒
崛
出
。
父
畏
醜
狀
宣
播
、
急
掩
其
衣
、
痛
愈
切
、
復
裸
以
示

人
然
後
止
。
明
日
、
長
尺
許
。
又
明
日
、
遍
體
生
毛
、
首
面
已
肖
驢
形
。
數
日
後
、

蹄
鬣
俱
備
、
兩
耳
翹
翹
然
、
哮
吼
悲
鳴
、
四
肢
據
地
卓
立
、
儼
成
眞
驢
。
家
人
議

欲
殺
之
、
寺
僧
云
、「
不
可
。
此
天
所
以
示
戒
、
彰
其
惡
報
、
以
懲
後
來
。
如
殺
之
、

是
逆
天
背
理
、
將
爲
君
家
不
利
。
」
於
是
、
畜
于
厩
中
而
弗
施
轡
勒
。
驢
嘶
噉
葉
本

作
鳴
。
不
已
、
且
亂
齧
人
。
試
擧
鞍
置
前
、
則
聳
耳
以
待
、
若
有
喜
意
。
負
重
致

遠
、
能
日
行
二
百
里
、
凡
十
年
方
死
。 

 
【
現
代
語
訳
】
普
光
寺
の
僧(

1) 
〔
河
北
東
路
恩
州
〕
武
城
県
〔
城
〕(

2)

の
東
に
位
置
す
る
、
普
光
寺(

3)

の
行
童 

(

4)

の
元
暉
は
、
県
城
近
く
の
村
の
王
大(

5)

の
息
子
で
あ
る
。
葉
本
は
「
大
」
を
「
氏
」
に
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作
る
。
〔
元
暉
は
〕
や
が
て
僧
侶
と
な
り
、
〔
県
城
〕
街
坊
の
托
鉢
役(

6)

に
任
じ
ら

れ
た
が
、
酒
を
好
ん
で
慎
ま
ず
、
ひ
た
す
ら
よ
か
ら
ぬ
遊
び
ば
か
り
し
て
い
た
。 

二
十
五
歳
に
な
る
と
、
病
気
に
な
っ
て
た
い
そ
う
悪
化
し
た
の
で
、
そ
の
実
家

に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。〔
そ
の
ま
ま
〕
寝
た
き
り
に
な
っ
て
一
年
を
経
る
と
、
突

然
昏
睡
状
態
に
陥
っ
て
人
事
不
省
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
一
家
揃
っ
て
〔
元

暉
の
〕
周
り
に
集
ま
っ
て
号
泣
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、〔
元
暉
は
不
意
に
〕
頭

を
起
し
て
ひ
と
し
き
り
叫
び
声
を
上
げ
る
と
、
い
き
な
り
倒
れ
伏
し
て
し
ま
っ
た
。

葉
本
は
「
下
」
を
「
地
」
に
作
る
。〔
家
族
が
〕
元
暉
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
問
う
と
、

よ
う
や
く
「
腰
の
下
の
尾
骶
骨
が
痛
く
て
耐
え
ら
れ
な
い
。
」
と
言
う
こ
と
が
で
き

た
。
〔
そ
こ
で
〕
瘍
医(

7)

の
孔
彦
璋
を
呼
ん
で
元
暉
を
診
察
さ
せ
る
と
、
な
ん
と

短
い
驢
馬
の
尻
尾
が
皮
膚
の
間
か
ら
突
き
出
て
い
た
。
〔
元
暉
の
〕
父
親
（
王
大
）

は
〔
息
子
の
〕
醜
態
が
〔
村
中
に
〕
言
い
ふ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
急
ぎ

元
暉
の
衣
服
を
〔
そ
の
患
部
に
〕
被
せ
て
隠
し
た
が
、
痛
み
が
ま
す
ま
す
激
し
く

な
っ
た
の
で
、〔
仕
方
な
く
父
親
は
〕
再
び
〔
そ
の
患
部
を
〕
素
肌
の
ま
ま
に
し
て

人
目
に
触
れ
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
と
、
〔
痛
み
は
〕
じ
き
に
治
ま
っ
た
。
〔
そ
の
〕

翌
日
、〔
驢
馬
の
尻
尾
の
〕
長
さ
は
一
尺(

8)

ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
更
に
〔
そ
の
〕

翌
日
、〔
元
暉
の
〕
全
身
に
は
〔
驢
馬
の
〕
毛
が
生
え
て
き
て
、
頭
も
顔
つ
き
も
驢

馬
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
数
日
後
に
は
、
蹄
（
ひ
づ
め
）
と
鬣
（
た
て

が
み
）
が
ど
ち
ら
も
備
わ
り
、
両
耳
は
高
く
伸
び
上
が
っ
て
、
吼
え
る
声
は
悲
し

げ
で
、
四
肢
（
両
手
両
足
）
は
地
面
に
つ
い
て
立
ち
、
ま
る
で
本
当
の
驢
馬
の
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。 

家
族
は
話
し
合
っ
て
驢
馬
に
な
っ
た
元
暉
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、
〔
そ
の
場
に

来
て
い
た
普
光
〕
寺
の
僧
侶
は
「
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
天
が
戒
め
を
示
し
て
、

元
暉
の
悪
事
に
対
す
る
報
い
を
明
ら
か
に
し
、
後
世
へ
の
戒
め
の
た
め
で
あ
る
か

ら
で
す
。
も
し
も
こ
れ
を
殺
し
た
ら
、
天
意
に
逆
ら
い
道
理
に
背
く
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
あ
な
た
の
家
に
と
っ
て
よ
く
な
い
で
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で

〔
王
大
の
家
の
〕
馬
小
屋
の
中
で
飼
う
こ
と
に
し
た
が
、
手
綱
と
く
つ
わ
は
装
着

し
な
か
っ
た
。
〔
自
由
に
さ
せ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
〕
驢
馬
は
嘶
き
叫
び
続
け
葉
本
は

「
噉
」
を
「
鳴
」
に
作
る

、
そ
の
上
む
や
み
に
人
に
噛
み
つ
い
た
。
〔
逆
に
驢
馬
と
し

て
扱
え
ば
治
ま
る
か
と
思
い
〕
試
し
に
鞍
を
持
ち
上
げ
て
〔
驢
馬
の
〕
前
に
置
く

と
、
耳
を
そ
ば
立
て
て
〔
人
に
使
役
さ
れ
る
の
を
〕
待
ち
、
嬉
々
と
し
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
。 

〔
そ
の
後
、
驢
馬
は
〕
重
荷
を
背
負
っ
て
遠
方
ま
で
運
び
、
一
日
に
二
百
里
（

9
）

を
行
く
こ
と
が
出
来
た
が
、
お
よ
そ
十
年
経
っ
た
頃
に
死
ん
だ
。 

 【
注
釈
】 

(

1)

本
話
に
関
す
る
研
究
に
は
、
岡
田
充
博
『
唐
代
小
説
「
板
橋
三
娘
子
」
考
』

（
知
泉
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
第
三
章
「
中
国
の
変
身
譚
の
な
か
で
」
第
二
節

「
中
国
の
変
驢
変
馬
譚
と
「
板
橋
三
娘
子
」
第
一
項
「
「
応
報
譚
」
系
」（
以
下
、

岡
田
論
文
と
略
称
す
る
）
が
あ
る
。
岡
田
論
文
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
夷

堅
志
』
丁
志
巻
一
三
、
第
一
二
話
「
閻
四
老
」
も
本
話
と
同
様
、
驢
馬
へ
の
変

身
転
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

(

2)
武
城
県
は
、
今
の
山
東
省
武
城
県
に
当
た
り
、
運
河
の
御
河
（
衛
河
、
永
済

渠
）
に
面
す
る
。
『
金
史
』
巻
三
、
太
宗
紀
天
会
六
年
（
一
一
二
八
年
）
三
月

己
酉
（
二
五
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
「
撻
懶
下
恩
州
。
」
と
あ
る
の
で
、
恩
州
に
属

す
る
武
城
県
も
こ
の
頃
に
金
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 
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一 
〇 

(

3)

明
・
嘉
靖
『
武
城
県
志
』
（
『
天
一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
』
第
四
四
冊
所
収
、

上
海
古
籍
書
店
、
一
九
八
二
年
）
巻
之
下
、
釈
宇
志
で
は
、
釈
迦
寺
・
大
悲
寺
・

観
官
寺
・
浮
雲
寺
・
三
島
寺
・
竜
行
寺
・
浄
河
寺
・
青
竜
寺
・
五
台
寺
・
慶
林

寺
・
三
教
寺
・
臥
仏
寺
・
興
国
寺
・
石
仏
寺
・
正
覚
寺
・
崇
興
寺
・
清
涼
寺
の

名
称
は
見
え
る
が
、
普
光
寺
の
存
在
は
確
認
さ
れ
な
い
。
本
話
の
語
る
通
り
に

普
光
寺
が
実
在
し
た
と
す
れ
ば
、
廃
寺
さ
れ
た
か
、
或
い
は
改
名
さ
れ
た
こ
と

と
な
ろ
う
。 

(

4)

「
行
童
」
は
、
「
童
行
」
と
同
義
で
、
僧
尼
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
入
寺
・

修
行
す
る
童
子
を
指
す
。『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
五
〇
、
道
釈
門
、
違
法
剃
度
、

道
釈
令
に
よ
れ
ば
、
宋
代
で
は
行
童
（
童
行
）
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
る
者
と
し

て
「
諸
男
年
十
九
・
女
年
十
四
以
下
、
或
曾
經
還
俗
、
或
身
有
文
刺
、
或
犯
笞

刑
、
或
避
罪
逃
亡
、
或
無
祖
父
母
・
父
母
聽
許
文
書
、
或
男
有
祖
父
母
・
父
母

而
無
子
孫
成
丁
、
若
主
戶
不
滿
三
丁
、
並
不
得
爲
童
行
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い

た
。
斯
波
義
信
編
著
『
中
国
社
会
経
済
史
用
語
解
』
（
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
二

年
）
の
「
童
行
」
（
四
〇
三
頁
）
を
参
照
。 

(

5)

「
王
大
」
を
、
葉
祖
栄
分
類
本
（
葉
本
）
と
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
四
庫
本
）

は
、
「
王
氏
」
に
作
る
。 

(

6)

原
文
「
化
士
」
は
、
「
化
主
」
と
同
義
で
、
外
出
し
て
布
施
を
求
め
る
こ
と

に
専
従
す
る
寺
院
の
職
事
僧
を
指
す
。
袁
賓
編
著
『
宋
語
言
詞
典
（
宋
代
語
言

詞
典
）
』
（
上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
の
「
化
士
」
・
「
化
主
」
（
共
に

一
二
八
頁
）
を
参
照
。 

(

7)

「
瘍
醫
」
は
、
『
周
礼
』
天
官
冢
宰
、
瘍
醫
条
に
あ
る
「
瘍
醫
掌
腫
瘍
・
潰

瘍
・
金
瘍
・
折
瘍
之
祝
藥
劀
殺
之
齊
。
」
を
出
典
と
す
る
語
で
、
身
体
の
外
部

に
現
れ
た
腫
物
等
に
塗
り
薬
を
付
け
た
り
、
切
除
し
た
り
し
て
治
療
す
る
医
者

を
指
す
。
こ
こ
で
は
市
中
に
い
る
民
間
の
医
師
を
意
味
し
て
い
る
。 

(

8)

宋
代
の
一
尺
は
、
約
三
一
セ
ン
チ
。 

(

9)

宋
代
の
一
里
は
、
約
五
五
三
メ
ー
ト
ル
。
従
っ
て
「
二
百
里
」
は
、
約
一
一

〇
・
六
キ
ロ
に
な
る
。 

 【
解
説
】 

本
巻
の
第
三
話
。
本
話
に
つ
い
て
岡
田
論
文
（
二
八
三
頁
）
が
、 

こ
の
変
身
転
生
は
、
す
べ
て
現
世
に
お
い
て
起
こ
っ
て
お
り
、
死
も
冥
界
も

介
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
驢
馬
と
な
っ
た
元
暉
が
喜
ん
で
鞍
を
載
せ
、
従

順
に
働
く
の
は
、
罪
を
償
う
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
こ
の
部
類
（
津

田
註
：
本
話
と
『
夷
堅
志
』
丁
志
巻
一
三
、
第
一
二
話
「
閻
四
老
」
が
変
驢

譚
に
属
す
る
こ
と
を
指
す
）
の
応
報
転
生
譚
と
し
て
は
珍
し
く
、
資
料
と
し

て
貴
重
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。 

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
驢
馬
に
死
後
の
転
生
で
は
な
く
現
世
で
の
変
身
転
生
す
る

も
の
は
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
こ
れ
以
前
の
志
怪
説
話
に
は
見
ら
れ
な
い
。 

鳩
摩
羅
什
訳
『
成
実
論
』
巻
八
、
六
業
品
に
は
、 

又
若
人
觝
債
不
償
、
墮
牛
・
羊
・
麞
・
鹿
・
驢
・
馬
等
中
、
償
其
宿
債
。
如

是
等
業
墮
畜
生
中
。
（
『
法
苑
珠
林
』
巻
五
七
、
債
負
篇
、
引
証
部
所
引
『
成

実
論
』
は
「
若
人
負
債
不
償
、
墮
牛
・
羊
・
麞
・
鹿
・
驢
・
馬
等
中
、
償
其

宿
債
。
」
に
作
る
） 

と
あ
り
、
前
世
か
ら
の
宿
業
に
よ
り
「
驢
」
に
堕
と
さ
れ
て
転
生
す
る
事
例
は
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
世
に
お
け
る
驢
馬
へ
の
変
身
転
生
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は



 

 

東京大学経済学部資料室年報 11 
 

 

 

一 
一 

判
然
と
は
し
な
い
。
た
だ
普
光
の
僧
の
説
く
と
こ
ろ
の
通
り
な
ら
ば
、
宿
業
と
は

異
な
る
が
現
世
で
の
「
其
の
悪
報
を
彰
ら
か
」
に
す
る
報
い
だ
と
な
ろ
う
。
ま
た

同
様
に
前
世
の
こ
と
に
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
「
牙
儈
」（
仲
買
人
）
を
し
て

い
た
と
い
う
、
閻
四
老
（
『
夷
堅
志
』
丁
志
巻
一
三
、
第
一
二
話
）
も
ま
た
仲
買
に

絡
む
「
悪
報
」
に
よ
っ
て
驢
馬
に
変
じ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。 

な
お
、
驢
馬
に
関
し
て
は
、
『
宋
書
』
巻
七
二
、
文
九
王
、
始
安
王
休
仁
伝
に

は
、
前
廃
帝
に
よ
っ
て
皇
族
諸
王
が
体
型
や
性
質
等
か
ら
「
猪
王
」
「
殺
王
」
「
賊

王
」
な
ど
と
蔑
称
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
東
海
王
劉
褘
（
劉
宋
文
帝
の
第

八
子
）
に
つ
い
て
は
、 

東
海
王
褘
凡
劣
、
號
爲
驢
王
。 

と
あ
り
、「
凡
劣
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
「
驢
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考

に
な
ろ
う
。 

 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

普
光
寺
、
行
童
（
童
行
）
、
化
士
（
化
主
）
、
瘍
医
、
驢
馬
へ
の
現
世
に
お
け
る
変

身
転
生
応
報
譚
、
寺
僧
、
驢
馬 

 

 
 

四
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
「
劉
將
軍
」
訳
注
稿 

 【
原
文
】
劉
將
軍 

金
虜
據
齊
・
魯
之
地
、
改
奉
符
縣
爲
泰
安
軍
。
其
皇
統
二
年
、
累
月
不
雨
。
漢
兒

劉
將
軍
爲
守
、
禱
于
岱
岳
、
不
應
、
繼
致
祭
龍
潭
、
赫
日
滋
熾
。
劉
怒
、
令
丁
夫

運
石
負
土
、
欲
塡
潭
使
平
。
夜
夢
神
告
曰
、「
天
久
無
雨
、
非
吾
之
罪
。
方
今
四
海

之
内
、
凡
一
勺
之
水
、
則
有
神
主
之
、
吾
弗
得
預
。
又
豈
敢
上
違
天
律
、
輒
將
膏

澤
耶
。
幸
使
君
察
之
也
。
」
劉
寤
而
愈
怒
。
黎
明
、
率
千
餘
卒
、
益
輦
土
石
、
投

置
潭
内
、
比
暮
、
遂
平
。
然
到
曉
復
如
故
。
劉
了
不
警
悟
、
但
竭
人
力
而
爲
之
。

當
晝
隆
熱
、
寒
風
倏
起
、
而
雷
電
從
潭
中
出
、
山
阜
皆
震
。
吏
民
懼
甚
、
劉
猶
督

役
不
已
。
數
日
閒
、
暴
卒
、
雨
乃
沛
然
。 

 【
現
代
語
訳
】
劉
将
軍 

金
虜(

1)

が
斉
・
魯
の
地
を
占
拠
し
、
奉
符
県
を
泰
安
軍
に
改
め
た(

2)

。
金
の

皇
統
二
年
（
一
一
四
二
年
）
、
何
か
月
に
も
わ
た
っ
て
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
。
漢
人

の
劉
将
軍(

3)

が
知
軍
と
な
り
、
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
泰
山
に
祈
っ
た
が(

4)

、
泰

山
の
神
は
そ
れ
に
応
え
な
か
っ
た
た
め
、
次
に
竜
の
棲
む
淵
で
祭
祀
を
執
り
行
っ

た
が(

5)

、
日
差
し
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
劉
将
軍
は
こ
れ
に
怒
り
、
人
夫
に

命
じ
て
石
を
運
び
土
砂
を
背
負
わ
せ
、
淵
を
埋
め
て
平
ら
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

夜
、
竜
神
が
夢
に
現
れ
、「
天
が
久
し
く
雨
を
降
ら
せ
て
い
な
い
の
は
、
私
の
罪
で

は
な
い
。
今
、
天
下
で
は
わ
ず
か
の
水
に
い
た
る
ま
で
、
全
て
こ
れ
を
つ
か
さ
ど

る
神
が
い
て
、
私
は
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
、
ど
う
し
て
こ
と

さ
ら
に
天
の
決
ま
り
に
逆
ら
っ
て
、
み
だ
り
に
雨
の
め
ぐ
み
を
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ど
う
か
知
軍
殿
は
こ
れ
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
告

げ
た
。
劉
将
軍
は
目
覚
め
る
と
ま
す
ま
す
怒
り
を
つ
の
ら
せ
た
。
早
朝
、
千
人
余

り
の
兵
を
率
い
、
さ
ら
に
石
や
土
砂
を
く
る
ま
に
載
せ
て
淵
の
中
に
投
げ
込
み
、

日
暮
れ
頃
に
は
淵
は
す
っ
か
り
埋
め
ら
れ
平
ら
に
な
っ
た
。
し
か
し
次
の
日
の
朝

に
な
る
と
、
埋
め
た
は
ず
の
淵
が
も
と
ど
お
り
に
な
っ
て
い
た
。
劉
将
軍
は
ま
っ

た
く
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
人
力
を
ひ
た
す
ら
投
入
し
て
淵
を
埋
め
さ
せ
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一 
二 

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
日
が
高
く
な
っ
て
暑
さ
も
厳
し
く
な
っ
た
頃
、
冷
た
い
風
が

に
わ
か
に
起
こ
り
、
稲
光
が
淵
の
中
か
ら
立
ち
上
り
、
周
囲
の
山
や
丘
が
揺
れ
た
。

官
民
と
も
に
こ
れ
を
ひ
ど
く
恐
が
っ
た
が
、
劉
将
軍
は
な
お
も
こ
の
作
業
を
行
わ

せ
続
け
た
。
数
日
の
う
ち
に
、〔
劉
将
軍
が
〕
急
死
す
る
と
、
よ
う
や
く
雨
が
滝
の

よ
う
に
降
っ
た
。 

 

【
注
釈
】 

(

1)

「
虜
」
は
漢
人
か
ら
見
た
異
民
族
の
蔑
称
で
あ
り
、
「
金
虜
」
は
宋
の
金
に

対
す
る
呼
称
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
た
が
、
同
じ
満
洲
族
王
朝
で
あ
る
清
朝
に

よ
っ
て
言
論
統
制
が
行
わ
れ
た
結
果
、
基
本
的
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ

の
た
め
『
四
庫
全
書
』
で
は
多
く
の
箇
所
で
「
金
虜
」
が
別
の
語
で
言
い
換
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
条
で
も
四
庫
全
書
本
は
「
金
兵
」
と
し
て
い
る
。 

(

2)

奉
符
県
は
現
在
の
山
東
省
泰
安
市
で
、
域
内
に
泰
山
が
あ
る
。
唐
の
乾
封
元

年
（
六
六
六
年
）
に
乾
封
県
と
な
り
、
北
宋
の
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
年
）
、

封
禅
の
た
め
の
行
幸
の
最
中
に
奉
符
県
と
改
め
ら
れ
た
（
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』

巻
七
〇
、
真
宗
大
中
祥
符
元
年
十
月
癸
丑
条
お
よ
び
『
輿
地
広
記
』
巻
七
）
。

泰
安
軍
へ
と
改
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
『
金
史
』
地
理
志
も
含
め
て
史
料

に
乏
し
く
、
地
方
志
等
で
も
金
初
に
泰
安
軍
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
の
み

（
乾
隆
『
山
東
通
志
』
巻
三
な
ど
）
だ
が
、
馬
純
『
陶
朱
新
録
』
に
は
「
劉
豫

改
奉
符
縣
爲
泰
安
軍
」
か
ら
始
ま
る
文
章
が
見
ら
れ
る
。
劉
豫
は
靖
康
の
変
後
、

宋
か
ら
知
済
南
府
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
金
軍
に
降
伏
し
、
金
の
傀
儡
政
権
と
し
て

皇
帝
位
に
就
い
た
張
邦
昌
が
宋
に
逃
亡
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
代
わ
り
と

し
て
、
天
会
八
年
（
一
一
三
〇
年
）
、
東
平
府
で
帝
位
に
就
け
ら
れ
、
国
号
を

斉
と
し
た
。
北
宋
時
代
の
北
京
大
名
府
を
都
と
し
、
旧
開
封
府
や
旧
応
天
府
を

始
め
と
し
て
河
南
・
山
東
一
帯
を
支
配
下
に
置
い
た
が
、
天
会
十
五
年
（
一
一

三
七
年
）
に
金
が
汴
州
に
行
台
尚
書
省
を
置
く
に
お
よ
ん
で
斉
は
廃
さ
れ
、
山

東
地
方
を
含
め
て
正
式
に
金
の
統
治
に
移
行
し
た
。
本
条
冒
頭
の
「
金
虜
據

齊
・
魯
之
地
」
と
は
、
劉
豫
の
傀
儡
政
権
が
斉
魯
地
域
を
占
拠
し
た
こ
と
を
指

し
、
そ
の
統
治
の
間
に
奉
符
県
が
泰
安
軍
に
昇
格
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
『
陶
朱
新
録
』
は
紹
興
三
十
二
年
（
一
一
六
二
年
）
の
序
が
付

さ
れ
て
お
り
、
『
四
庫
提
要
』
に
「
載
す
る
所
、
皆
宋
時
の
雜
事
に
し
て
大
抵

怪
異
に
渉
る
こ
と
十
の
七
、
八
。
亦
洪
邁
夷
堅
志
の
流
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、
『
夷
堅
志
』
と
同
じ
く
怪
異
譚
を
多
く
含
ん
だ
異
聞
集
で
あ
る
。 

(

3)

「
漢
兒
」
と
は
異
民
族
治
下
の
漢
人
の
こ
と
を
指
す
。
劉
将
軍
に
つ
い
て
は

未
詳
。 

(

4)

地
方
官
が
天
候
の
安
定
を
祈
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
中
で
も

雨
乞
い
に
相
当
す
る
「
祈
雨
」
は
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
雨
を
祈
る
対
象
と

な
る
神
は
多
岐
に
渡
り
、
西
晋
武
帝
が
咸
寧
二
年
（
二
七
六
年
）
の
旱
魃
の
際

に
「
社
稷
山
川
」
に
祈
っ
た
事
例
は
、
雩
祀
（
国
家
祭
祀
と
し
て
の
雨
乞
い
）

の
古
い
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
（
『
晋
書
』
巻
一
九
、
礼
志
上
）
。
唐
の
顕
慶
礼
に

よ
れ
ば
、
都
が
旱
魃
に
な
る
と
、
ま
ず
北
郊
で
岳
鎮
海
瀆
に
祈
雨
を
行
い
、
そ

の
後
社
稷
と
宗
廟
に
祈
る
規
定
と
な
っ
て
い
て
（
『
旧
唐
書
』
巻
二
四
、
礼
儀

志
四
）
、
宋
代
は
基
本
的
に
こ
れ
を
踏
襲
し
た
が
、
唐
宋
時
代
に
は
地
方
で
行

わ
れ
た
祈
雨
の
記
録
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
山
川
の
神
の
最

上
位
に
位
置
す
る
五
岳
四
瀆
は
、
単
な
る
地
方
祭
祀
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
の
命

令
に
よ
っ
て
官
が
派
遣
さ
れ
て
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
「
岱
岳
」
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一 
三 

は
泰
山
の
こ
と
を
指
し
、
五
岳
の
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
、
秦
始
皇
帝
以
来
、

封
禅
の
行
わ
れ
る
場
と
な
っ
た
ほ
か
、
多
く
の
皇
帝
が
泰
山
に
巡
幸
を
行
っ
て

祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
唐
の
開
元
十
三
年
（
七
二
五
年
）
に
は
「
天
聖
王
」
に

封
ぜ
ら
れ
（
『
旧
唐
書
』
巻
二
三
、
礼
儀
志
三
）
、
北
宋
の
大
中
祥
符
四
年
（
一

〇
一
一
年
）
に
は
「
天
齊
仁
聖
帝
」
の
帝
号
が
加
え
ら
れ
た
が
（
『
宋
史
』
巻

一
〇
二
、
礼
志
五
）
、
こ
れ
ら
は
唐
玄
宗
お
よ
び
宋
真
宗
が
封
禅
を
行
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
泰
山
を
始
め
と
す
る
岳
鎮
海
瀆
に
対
す
る
常
祀
（
毎
年
定
例
の
祭

祀
）
は
、
唐
初
期
に
規
定
さ
れ
て
以
後
国
家
の
定
制
と
な
っ
た
が
、
一
方
で
、

周
辺
地
域
に
赴
任
し
た
地
方
長
官
に
と
っ
て
も
泰
山
は
祈
り
を
捧
げ
る
重
要

な
対
象
で
あ
っ
た
。
と
く
に
泰
山
に
雨
乞
い
の
祈
り
を
捧
げ
た
例
と
し
て
、
北

宋
煕
寧
年
間
に
曾
鞏
「
泰
山
祈
雨
文
」
（
『
元
豊
類
稿
』
巻
三
九
）
が
あ
り
、
こ

れ
は
曾
鞏
が
知
斉
州
だ
っ
た
と
き
の
文
章
で
あ
る
。 

(

5)

古
く
か
ら
竜
は
、
雲
を
お
こ
し
雨
を
降
ら
せ
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、

経
書
で
は
『
易
』
乾
に
「
雲
從
龍
」
と
あ
り
、
ま
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
五

年
秋
に
も
「
龍
見
而
雩
」
と
見
え
る
。
北
宋
の
咸
平
二
年
（
九
九
九
年
）
に
は
、

唐
の
李
邕
の
著
し
た
「
雩
祀
五
龍
堂
祈
雨
法
」
を
全
国
の
諸
路
に
頒
布
す
る
よ

う
詔
が
下
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
地
方
長
官
が
、
域
内
の
有
名
な
山
川
・
宮
観
・

寺
廟
に
祈
り
を
捧
げ
る
も
の
で
、
そ
の
法
に
よ
れ
ば
、
地
を
選
ん
で
壇
を
作
り
、

土
で
青
竜
を
作
っ
た
後
、
三
日
間
斎
戒
し
て
竜
の
居
所
に
行
き
、
食
べ
物
な
ど

を
捧
げ
て
祈
り
、
も
し
十
分
な
雨
が
降
っ
た
な
ら
竜
を
水
中
に
送
る
（
土
造
の

竜
を
水
中
に
沈
め
る
こ
と
か
？
）
と
い
う
（
『
宋
会
要
輯
稿
』
礼
一
八
之
五
）
。

ま
た
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
年
）
に
は
「
畫
龍
祈
雨
法
」
が
詔
と
し
て
頒
布
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
水
の
溜
ま
っ
た
深
い
洞
穴
に
酒
や
肉
を
供
え
、
壇
を
築
い

て
竜
の
絵
を
描
き
、
そ
こ
に
犠
牲
を
捧
げ
る
方
法
で
、
や
は
り
十
分
に
雨
が
降

っ
た
ら
竜
の
絵
を
水
中
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
（
『
宋
史
』
巻
一
〇
二
、
礼
志

五
）
。
実
際
に
、
例
え
ば
竜
神
に
祈
雨
を
行
っ
た
宋
祁
の
「
里
社
龍
神
祈
雨
文
」

（
『
景
文
集
』
巻
四
八
）
が
あ
り
、
ま
た
陳
襄
「
祈
雨
祝
文
」
（
『
古
霊
集
』
巻

一
九
）
に
は
犠
牲
や
酒
を
「
龍
壇
」
に
置
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
こ
れ

ら
に
類
す
る
祈
り
を
地
方
官
が
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 【
解
説
】 

本
巻
の
第
四
話
。
本
話
は
、
金
朝
治
下
の
泰
安
軍
で
「
漢
兒
」
（
異
民
族
治
下

の
漢
人
）
の
劉
将
軍
が
旱
魃
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
逸
話
で
あ
る
。
地

方
長
官
た
る
劉
将
軍
は
、
雨
乞
い
の
祈
り
を
捧
げ
る
た
め
、
ま
ず
は
岱
岳
（
泰
山
）

に
祈
っ
た
が
、
泰
山
の
神
は
祈
り
に
応
え
ず
、
次
い
で
竜
神
に
祈
っ
た
が
や
は
り

効
果
が
な
か
っ
た
。
こ
の
行
為
は
注(

4)
(

5)

に
も
示
し
た
よ
う
に
、
地
方
官
と

し
て
の
北
宋
以
来
の
正
当
な
手
続
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
竜
神
が
夢
に
現
れ
、

よ
り
上
位
の
「
天
」
の
決
ま
り
に
よ
っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
告
げ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
劉
将
軍
は
、
淵
を
人
力
で
埋
め
さ
せ
る
と
い
う
、
竜

神
に
対
す
る
脅
迫
行
為
に
よ
っ
て
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
竜
神
は
こ
れ
を

受
け
入
れ
ず
、
か
え
っ
て
劉
将
軍
を
死
に
至
ら
し
め
、
そ
う
し
て
よ
う
や
く
雨
が

降
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
劉
将
軍
は
天
の
意
志
に
逆
ら
う
地
方
官
と
し
て
描
か

れ
、
そ
の
暴
虐
は
逆
に
神
々
の
怒
り
に
触
れ
て
、
結
果
と
し
て
旱
魃
を
長
引
か
せ

た
こ
と
に
な
る
。 

舞
台
に
設
定
さ
れ
た
皇
統
二
年
は
、
南
宋
の
紹
興
十
二
年
で
あ
り
、
宋
金
和
議

の
成
立
し
た
翌
年
に
相
当
す
る
。
泰
安
軍
は
、
漢
人
な
が
ら
金
の
傀
儡
と
な
っ
た
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一 
四 

劉
豫
が
し
ば
ら
く
治
め
、
金
の
統
治
へ
と
移
行
し
た
後
、
こ
の
和
議
に
よ
っ
て
宋

も
正
式
に
金
の
統
治
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
赴
任
し
た
漢
人
の
将
軍

が
神
々
を
蔑
ろ
に
し
、
つ
い
に
は
命
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
筋
書
き
は
、
宋
を
離

反
し
て
金
の
支
配
を
受
け
入
れ
た
漢
人
の
末
路
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
る
。 

ち
な
み
に
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
紹
興
十
二
年
六
月
乙
丑
の
記
事
と
し
て
、

『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
四
五
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

上
、
大
臣
に
謂
い
て
曰
く
、
「
近
日
、
雨
澤
霑
足
し
、
歲
事
に
望
有
り
。
誠

に
喜
ぶ
べ
し
」
と
。
秦
檜
曰
く
、
「
此
乃
ち
聖
德
感
召
し
和
氣
の
致
す
所
な

り
」
と
。
上
曰
く
、
「
天
人
相
因
り
、
朕
、
人
事
に
於
い
て
は
敢
え
て
怠
ら

ず
と
雖
も
、
歲
事
に
至
り
て
は
則
ち
常
に
功
を
天
に
歸
す
る
な
り
」
と
。 

こ
こ
で
は
、
雨
が
十
分
に
降
っ
た
こ
と
を
、
皇
帝
高
宗
の
徳
に
天
が
応
じ
て
く
れ

た
結
果
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
祈
雨
と
そ
の
成
否
は
、「
天
」
と
「
人
」
と
の

関
わ
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。 

 【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

金
占
領
下
の
華
北
、
旱
魃
、
祈
雨
、
泰
山
信
仰
、
竜
神
、
夢
、
劉
豫
、
地
方
長
官
、

天
人
相
関
説
（
天
譴
） 

  
 

五
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
「
河
中
西
巖
龍
」
訳
注
稿 

 【
原
文
】
河
中
西
巖
龍 

虜
皇
統
中
、
河
中
府
大
旱
、
太
守
李
金
吾
祈
禱
未
效
。
聞
巖
西
寺
僧
慈
惠
戒
律
精

高
、
爲
緇
徒
所
仰
、
乃
往
請
之
。
僧
曰
、「
老
身
無
以
動
天
地
、
但
每
日
說
法
之
時
、

必
有
一
老
叟
來
聽
講
。
莫
知
所
從
來
、
疑
爲
龍
也
、
當
試
扣
之
。
須
金
吾
明
旦
至

此
、
潔
誠
以
待
。
」
李
曰
、「
諾
。
」
如
期
叟
至
、
李
正
從
僧
語
、
望
其
入
寺
、
既

焚
香
設
席
、
命
左
右
掖
之
、
再
拜
致
詞
。
叟
驚
、
止
之
曰
、「
使
君
屈
膝
于
山
翁
、

敢
問
何
以
。
」
李
曰
、
「
亢
陽
爲
災
、
五
種
呂
本
作
榖
。

不
入
、
呂
本
作
熟
。

萬
民
將

無
以
生
。
願
龍
君
慈
仁
、
亟
下
甘
澤
。
當
肇
建
祠
宇
、
歲
時
奉
祀
、
以
彰
顯
大
神

之
威
靈
。
惟
神
念
之
。
」
叟
無
言
、
頃
顰
蹙
而
嘆
曰
、「
噫
。
泄
吾
天
機
者
師
也
。

吾
死
無
日
矣
。
」
遂
告
李
曰
、
「
使
君
勿
憂
。
誓
以
死
報
。
」
又
顧
僧
曰
、
「
吾
今

以
師
故
獲
罪
上
穹
、
立
呂
本
作
定
。

降
誅
罰
。
吾
卽
死
、
尸
墜
于
地
、
然
不
出
此
境

中
。
乞
爲
作
證
明
、
使
合
郡
民
爲
行
壇
七
晝
夜
。
庶
幾
藉
此
功
德
可
獲
超
昇
。
」

僧
許
之
而
去
。
于
是
一
雨
三
日
。
外
邑
虞
鄕
報
有
死
龍
墮
山
下
、
李
盡
率
士
庶
召

浮
屠
千
人
詣
其
處
、
築
壇
場
、
延
慈
惠
演
法
。
事
畢
、
龍
見
于
空
、
作
人
言
謝
曰
、

「
吾
雖
蒙
天
誅
、
而
賴
法
力
救
助
、
乘
無
上
妙
因
、
得
爲
菩
薩
龍
矣
。
」
李
爲
建
廟
、

請
額
於
朝
、
且
名
其
地
爲
「
蒼
龍
谷
」。
唐
小
說
載
釋
玄
照
講
『
法
華
經
』
於
嵩
山
、

有
三
叟
日
來
諦
聽
、
自
言
是
黑
龍
。
照
以
天
旱
、
令
降
雨
、
叟
曰
、「
雨
禁
絕
重
、

儻
不
奉
命
擅
行
、
詬
責
非
細
。
唯
孫
處
士
能
脱
弟
子
之
禍
。
」
照
爲
謁
孫
思
邈
致

懇
、
是
夜
千
里
雨
足
。
三
叟
化
爲
獺
、
匿
于
孫
所
居
後
沼
、
遭
使
者
捕
執
、
孫
使

解
而
釋
之
。
事
頗
相
類
。 

 

【
現
代
語
訳
】
河
中
府
西
巌
寺
の
竜 

金
虜
の
皇
統
年
間
（
一
一
四
一
年
～
一
一
四
九
年
）
、
河
中
府(

1)

が
ひ
ど
い
旱

魃
に
見
舞
わ
れ
、
知
府
の
李
金
吾(

2)

は
雨
乞
い
の
祈
祷
を
行
っ
た
が
、
効
果
が
な

か
っ
た
。
〔
李
金
吾
は
、
〕
巌
西
寺(

3)

の
僧
慈
恵(

4)

が
戒
律
に
精
通
し
、
僧
た
ち
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一 
五 

に
尊
崇
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
、
そ
こ
で
慈
恵
の
も
と
を
訪
れ
、
祈
祷
を
行
う
よ
う

願
い
出
た
。
慈
恵
は
「
年
老
い
た
身
ゆ
え
天
地
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

毎
日
説
法
を
行
う
時
に
、
必
ず
一
人
の
老
人
が
聴
講
し
に
来
て
い
る
。
ど
こ
か
ら

来
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
竜
の
化
身
か
も
し
れ
な
い
の
で
、

試
し
に
教
え
を
乞
う
べ
き
だ
。
ぜ
ひ
と
も
金
吾
殿
は
明
朝
こ
こ
に
来
た
ら
、
誠
意

を
尽
く
し
て
そ
の
老
人
を
迎
え
る
が
よ
い
。
」
と
言
っ
た
。
李
金
吾
は
「
承
知
し
ま

し
た
。
」
と
言
っ
た
。
予
定
通
り
老
人
が
や
っ
て
来
た
の
で
、
李
金
吾
は
慈
恵
の
言

葉
に
従
い
、
老
人
が
寺
に
入
っ
て
来
る
様
を
見
る
と
、
香
を
焚
い
て
席
を
設
え
、

左
右
の
も
の
に
命
じ
て
老
人
の
手
を
取
っ
て
支
え
さ
せ
、
再
拝
し
て
挨
拶
を
し
た
。

老
人
は
驚
き
、
李
金
吾
を
と
ど
め
て
、「
山
奥
の
老
体
に
知
事
殿
が
膝
を
屈
す
る
と

は
、
敢
え
て
問
い
ま
す
が
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
」
と
言
っ
た
。
李
金
吾
は
、
「
日

照
り
が
旱
災
を
引
き
起
こ
し(

5)

、
作
物
は
収
穫
で
き
ず
、
万
民
は
生
き
る
す
べ
を

失
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
竜
君
の
慈
悲
と
仁
愛
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
で

も
恵
み
の
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
さ
す
れ
ば
必
ず
や
竜
君
の
た
め
に
祠
宇
を

建
て
、
毎
年
決
ま
っ
た
季
節
に
は
祈
り
を
捧
げ
、
大
い
な
る
神
の
威
霊
を
顕
彰
す

る
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
神
に
あ
ら
せ
ら
れ
て
は
、
こ
れ
を
ご
考
慮
頂
け
ま
す
よ
う

に
。
」
と
言
っ
た
。
老
人
は
無
言
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
顔
を
し
か
め
て

嘆
き
、「
あ
あ
。
私
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
の
は
師
（
慈
恵
）
で
あ
ろ
う
よ
。
私
は
死

ぬ
ま
で
に
も
う
日
が
あ
ま
り
な
い
。
」
と
言
っ
た
。
か
く
し
て
李
金
吾
に
「
知
事
殿
、

心
配
さ
れ
る
な
。
私
の
死
を
も
っ
て
そ
な
た
に
報
い
る
と
誓
い
ま
し
ょ
う
。
」
と
告

げ
た
。
さ
ら
に
慈
恵
の
方
を
向
い
て
、「
私
は
今
、
師
の
た
め
に
罪
を
天
帝
に
得
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
誅
罰
を
降
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
私
が
も
し

死
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
の
屍
は
地
に
堕
ち
、
こ
の
世
界
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ど
う
か
私
の
行
い
を
証
明
す
る
た
め
、
府
民
を
挙
げ
て
壇
を
築
き
、

七
昼
夜
に
わ
た
っ
て
祈
り
を
捧
げ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
功
徳
に

よ
り
、
天
界
へ
と
特
別
に
昇
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
た
。
慈
恵
は

こ
れ
を
許
可
し
て
去
っ
た
。
す
る
と
雨
が
降
る
こ
と
三
日
に
わ
た
っ
た
。
河
中
府

に
属
す
る
虞
郷
県(

6)

か
ら
、
死
ん
だ
竜
が
山
の
ふ
も
と
に
堕
ち
た
と
の
報
が
あ
り
、

李
金
吾
は
士
人
と
庶
民
を
み
な
率
い
、
仏
徒
千
人
を
召
し
て
そ
こ
に
行
き
、
壇
場

を
築
き
、
慈
恵
を
招
い
て
儀
式
を
執
り
行
っ
た
。
儀
式
が
終
わ
る
と
、
竜
が
空
に

現
れ
、
人
の
言
葉
で
感
謝
し
て
「
私
は
天
誅
を
受
け
た
け
れ
ど
も
、
法
力
に
よ
っ

て
助
け
ら
れ
、
無
上
の
妙
因(

7)

に
よ
っ
て
、
菩
薩
竜
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
」

と
述
べ
た
。
李
金
吾
は
竜
の
た
め
に
廟
を
建
て
、
廟
額
を
朝
廷
に
要
請
し
て(

8)

、

さ
ら
に
そ
の
土
地
を
「
蒼
竜
谷
」(

9)

と
名
づ
け
た
。 

唐
の
小
説
に
は
以
下
の
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る(

10)

。
釈
玄
照(

11)

が
『
法

華
経
』
を
嵩
山
で
講
じ
て
い
る
と
、
三
人
の
老
人
が
毎
日
や
っ
て
来
て
そ
の
講
説

に
耳
を
傾
け
て
い
て
、
自
ら
黒
竜
で
あ
る
と
言
っ
た
。
玄
照
が
旱
魃
つ
づ
き
で
雨

を
降
ら
せ
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
老
人
た
ち
は
「
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
に

関
す
る
禁
令
は
と
て
も
重
く
、
も
し
天
帝
の
命
な
く
勝
手
に
行
え
ば
、
厳
し
く
責

め
ら
れ
て
た
だ
で
は
す
み
ま
せ
ん
。
孫
処
士
だ
け
が
私
ど
も
弟
子
の
禍
を
除
く
こ

と
が
で
き
る
だ
け
で
す
。
」
と
言
っ
た
。
玄
照
は
そ
の
た
め
孫
思
邈(

12)

の
と
こ
ろ

に
行
き
懇
ろ
に
拝
謁
す
る
と
、
こ
の
夜
、
千
里
四
方
に
雨
が
行
き
渡
っ
た
。
三
人

の
老
人
は
川
獺
（
カ
ワ
ウ
ソ
）
に
姿
を
変
え
て
、
孫
思
邈
の
住
む
所
の
後
ろ
に
あ

る
沼
に
匿
わ
れ
て
い
た
が
、
天
帝
の
使
者
が
来
て
彼
ら
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、

孫
思
邈
は
縄
を
解
か
せ
て
釈
放
し
た(

13)

。
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
と
て
も
よ
く
似

て
い
る
。 
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一 
六 

【
注
釈
】 

(

1)

河
中
府
は
現
在
の
山
西
省
永
済
市
付
近
。
秦
代
よ
り
河
東
郡
に
属
し
、
魏
晋

南
北
朝
時
代
に
は
秦
州
、
雍
州
な
ど
が
置
か
れ
、
北
周
武
成
二
年
（
五
六
〇
年
）

に
初
め
て
蒲
州
が
置
か
れ
た
。
唐
の
開
元
八
年
（
七
二
〇
年
）
に
蒲
州
は
河
中

府
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
河
東
郡
あ
る
い
は
蒲
州
に
改
め
ら
れ
た
時
期
も
あ

る
が
、
五
代
か
ら
北
宋
で
は
河
中
府
が
置
か
れ
た
。
金
は
当
初
北
宋
を
継
承
し

た
が
、
天
会
六
年
（
一
一
二
八
年
）
に
蒲
州
へ
と
改
め
、
天
徳
元
年
（
一
一
四

九
年
）
に
再
び
河
中
府
と
し
て
い
る
。
本
条
で
は
旱
魃
を
皇
統
年
間
（
一
一
四

一
年
～
一
一
四
九
年
）
と
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
河
中
府
で
は
な
く
蒲
州

が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
本
条
の
舞
台
は
旱
魃
後
の
天
徳
年

間
頃
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
逸
話
伝
承
の
過
程
で
河
中
府
と
さ
れ
た
か
、
の
い

ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

(

2)

李
金
吾
は
不
詳
。
金
吾
は
、
皇
帝
や
大
臣
の
護
衛
お
よ
び
儀
礼
の
警
護
を
主

要
な
職
務
と
す
る
武
官
で
、
漢
代
に
は
執
金
吾
、
隋
唐
代
に
は
金
吾
将
軍
な
ど

が
置
か
れ
た
。
宋
代
に
は
官
司
と
し
て
左
右
金
吾
司
や
左
右
金
吾
街
司
、
武
官

と
し
て
左
右
金
吾
衛
上
将
軍
以
下
の
将
軍
職
が
置
か
れ
て
い
る
。
金
は
概
ね
こ

れ
ら
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
『
金
史
』
儀
衛
志
に
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
ほ
か
、
『
金
史
』
巻
五
五
、
百
官
志
一
に
は
、
金
吾
衛
上
将
軍
の
武
散
官

が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
同
巻
一
二
六
、
文
藝
下
、
李
献
能
伝
に
は
「
李
獻
能
字

欽
叔
、
河
中
人
。
先
世
有
爲
金
吾
衞
上
將
軍
者
、
時
號
『
李
金
吾
家
』
。
」
と
あ

り
、
金
吾
衛
上
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
を
出
し
た
家
が
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
「
金

吾
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
例
も
あ
る
。 

(

3)

本
条
の
題
は
「
河
中
西
巖
龍
」
と
す
る
が
、
本
文
で
は
「
巖
西
寺
」
と
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
寺
院
の
名
称
と
し
て
は
「
西
巖
」
の

方
が
一
般
的
で
あ
り
、
例
え
ば
山
西
の
潞
安
府
（
雍
正
『
山
西
通
志
』
巻
一
六

九
、
隋
開
皇
年
間
建
）
や
浙
江
の
金
華
府
（
『
大
明
一
統
志
』
巻
四
二
）
な
ど
、

各
所
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
文
は
「
西
巖
寺
」
を
誤
っ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
、
四
庫
全
書
本
で
は
「
西
巖
寺
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。 

(

4)

僧
慈
恵
は
未
詳
。 

(

5)

「
亢
陽
」
は
元
来
『
易
』
乾
の
上
九
（
易
の
卦
を
構
成
す
る
六
本
の
爻
の
う

ち
、
最
上
部
の
爻
が
陽
で
あ
る
）
を
指
し
、
こ
れ
は
陽
の
気
が
最
も
強
い
状
態

を
示
す
。
転
じ
て
夏
の
旱
害
の
こ
と
を
指
す
。 

(

6)

虞
郷
県
は
河
中
府
に
属
す
る
県
。
漢
代
の
解
県
の
地
で
、
北
周
の
保
定
元
年

（
五
六
一
年
）
に
初
め
て
置
か
れ
、
以
後
、
隋
か
ら
金
に
か
け
て
は
蒲
州
ま
た

は
河
中
府
に
属
し
た
。
元
代
に
廃
さ
れ
た
が
、
清
代
に
再
び
置
か
れ
、
現
在
は

解
県
と
統
合
さ
れ
て
解
虞
県
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
「
外
邑
」
は
府
州
庁
の

置
か
れ
た
附
郭
県
以
外
の
県
を
指
す
。 

(

7)

妙
因
と
は
悟
り
を
開
く
き
っ
か
け
と
な
る
修
行
の
こ
と
。
こ
れ
を
果
た
す
こ

と
に
よ
っ
て
菩
薩
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

8)

祈
雨
に
際
し
て
、
地
方
官
は
ま
ず
岳
鎮
海
瀆
の
よ
う
な
高
い
神
格
を
持
つ
自

然
神
に
祈
る
が
、
ほ
か
に
も
有
力
な
祠
廟
寺
観
の
多
く
に
祈
り
を
捧
げ
る
規
定

と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
煕
寧
元
年
（
一
〇
六
八
年
）
の
記
事
に
「
諸
路
の
神

祠
・
靈
跡
・
寺
觀
、
祀
典
に
係
ら
ず
と
雖
も
祈
求
に
應
有
る
者
、
並
び
に
州
縣

に
委
ね
て
官
を
差
し
潔
齋
致
禱
せ
し
む
。
」
（
『
宋
史
』
巻
一
〇
二
、
礼
志
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
な
ん
ら
か
の
霊
験
が
あ
っ
た
祠
廟
寺
観
は
祀
典
に
記

載
が
な
く
と
も
祈
雨
の
対
象
と
さ
れ
た
。
祀
典
と
は
王
朝
国
家
が
認
定
し
た
正
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一 
七 

式
な
祭
祀
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
祠
廟
の
場
合
、
祀
典
に
記
載
さ
れ
る
と
正
祠

と
し
て
そ
の
正
統
性
が
認
め
ら
れ
、
逆
に
記
載
さ
れ
な
い
祠
廟
は
時
に
淫
祠
と

し
て
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
霊
験
を
顕
し
た
祠
廟
は
、
地
方
官
に
よ
っ

て
額
を
賜
る
よ
う
朝
廷
に
申
請
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
う
し
て
賜

額
さ
れ
た
廟
は
朝
廷
に
よ
る
認
可
を
経
た
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
封
号
を
賜
与

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
須
江
隆
「
唐
宋
期
に
お
け
る
祠
廟
の
廟
学
・
封
号
の
下

賜
に
つ
い
て
」（
『
中
国―
社
会
と
文
化
』
九
、
一
九
九
四
年
）
、
松
本
浩
一
『
宋

代
の
道
教
と
民
間
信
仰
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
第
一
章
お
よ
び
第
三

章
第
一
節
な
ど
を
参
照
）
。
祀
典
に
記
載
さ
れ
れ
ば
王
朝
に
よ
る
保
護
を
受
け

る
こ
と
と
な
り
、
地
方
志
な
ど
に
も
記
載
さ
れ
て
後
世
ま
で
伝
わ
る
こ
と
も
多

い
。 

(

9)

蒼
竜
谷
は
雍
正
『
山
西
通
志
』
巻
二
四
、
山
川
八
、
蒲
州
府
、
永
済
県
に
記

載
が
あ
り
、「
在
縣
東
南
十
五
里
、
中
條
山
陰
之
中
麓
。『
名
山
記
』
作
「
蒼
龍
」
。

舊
志
作
「
蒼
陵
非
」
。
劉
致
、
孫
氏
先
塋
碑
「
殿
試
君
攜
家
、
違
難
中
條
山
之

蒼
龍
谷
」
。
」
と
書
か
れ
る
。
劉
致
は
同
書
、
巻
一
六
一
に
伝
が
あ
り
、
元
代

の
河
東
の
人
な
の
で
、
少
な
く
と
も
元
代
か
ら
こ
の
地
に
蒼
竜
谷
と
呼
ば
れ
る

地
名
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
近
く
に
は
神
竜
潭
と
呼
ば
れ
る
水
源

が
あ
っ
て
、
巻
二
四
に
は
「
神
龍
潭
、
在
縣
東
南
十
五
里
太
谷
村
、
乃
中
條
山

水
谷
口
也
。
其
旁
有
谷
口
泉
・
蒼
龍
谷
口
泉
、
胥
入
黄
河
。
」
と
書
か
れ
る
。

永
済
県
は
河
中
府
の
附
郭
県
で
あ
り
、
虞
郷
県
は
そ
の
東
に
隣
接
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
条
に
見
ら
れ
る
伝
説
と
、
地
方
志
に
現
れ
る
蒼
竜
谷
は
関
連
し
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。 

(

10)

『
太
平
広
記
』
巻
四
二
〇
、
竜
三
「
釋
玄
照
」
に
見
ら
れ
る
逸
話
で
、
唐
末

五
代
の
道
士
で
あ
る
杜
光
庭
（
八
五
〇
年
～
九
三
三
年
）
が
著
し
た
『
神
仙
感

遇
伝
』
を
出
典
と
す
る
。 

(

11)

釈
玄
照
は
未
詳
。 

(

12)

孫
思
邈
（
？
～
六
八
二
年
）
は
、
京
兆
華
原
の
人
で
、
隋
か
ら
初
唐
に
か
け

て
の
医
者
、
道
士
。
医
術
の
み
な
ら
ず
、
老
荘
思
想
や
仏
典
に
も
通
じ
、
隋
文

帝
や
唐
高
宗
ら
に
仕
官
を
命
じ
ら
れ
る
も
、
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
主
著
『
千

金
方
』
お
よ
び
『
千
金
翼
方
』
は
、
当
時
の
臨
床
医
学
の
集
大
成
と
さ
れ
る
。

『
旧
唐
書
』
巻
一
九
一
お
よ
び
『
新
唐
書
』
巻
一
九
六
に
伝
が
あ
る
。 

(

13)

こ
の
箇
所
は
「
釋
玄
照
」
の
逸
話
で
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
あ
ら
す

じ
と
な
っ
て
い
る
。
一
人
の
骨
格
が
尋
常
で
な
い
者
が
裏
の
沼
の
畔
に
や
っ
て

来
て
水
を
凍
ら
せ
る
と
、
池
か
ら
三
匹
の
カ
ワ
ウ
ソ
が
出
て
き
た
の
で
、
こ
の

人
は
こ
の
三
匹
を
赤
い
縄
で
縛
り
あ
げ
て
連
行
し
よ
う
と
し
た
。
孫
思
邈
は
そ

の
人
を
呼
ん
で
、
三
匹
の
カ
ワ
ウ
ソ
の
た
め
に
弁
解
を
し
、
天
帝
に
も
伝
え
て

赦
し
を
請
う
て
頂
き
た
い
と
述
べ
る
と
、
こ
の
人
は
す
ぐ
に
こ
の
三
匹
を
釈
放

し
、
縄
を
持
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。 

 

【
解
説
】 

本
巻
の
第
七
話
。
金
の
皇
統
年
間
は
宋
金
和
議
成
立
直
後
の
時
期
に
あ
た
る
。

南
宋
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
紹
興
十
五
年
（
一
一
四
五
年
、
金
の
皇
統
五
年
）
七

月
の
記
事
に
「
金
國
旱
し
、
飛
蝗
日
を
蔽
う
。
詔
し
て
民
租
を
蠲
せ
し
む
。
」（
『
建

炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
五
四
）
と
あ
り
、
金
で
の
旱
害
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て

南
宋
で
租
の
減
免
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
条
の
河
中
府
の
旱
魃
と
の
関

連
は
不
明
で
あ
る
が
、
金
で
の
大
規
模
な
旱
魃
は
、
南
宋
に
も
直
接
、
間
接
の
影
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一 
八 

響
を
与
え
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
条
の
逸
話
で
は
、
河
中
府

の
知
府
と
な
っ
た
李
金
吾
が
、
地
方
官
の
職
務
と
し
て
雨
乞
い
の
祈
祷
を
行
っ
た

も
の
の
効
果
が
な
く
、
高
徳
の
仏
僧
で
あ
る
慈
恵
に
助
け
を
求
め
た
。
慈
恵
は
自

ら
雨
を
降
ら
せ
る
力
は
な
か
っ
た
が
、
竜
の
化
身
に
心
当
た
り
が
あ
り
、
李
金
吾

に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
竜
の
化
身
に
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
竜

は
自
ら
の
命
を
な
げ
う
っ
て
雨
を
降
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
「
劉
將
軍
」
の

逸
話
と
同
様
、
雨
は
天
帝
に
よ
っ
て
司
ら
れ
て
お
り
、
竜
は
天
律
に
違
反
し
て
雨

を
降
ら
せ
た
た
め
、
天
帝
に
罰
せ
ら
れ
て
命
を
落
と
す
の
で
あ
る
が
、
李
金
吾
と

慈
恵
の
行
っ
た
祈
り
に
よ
っ
て
仏
教
世
界
で
の
功
徳
を
認
め
ら
れ
、
菩
薩
竜
と
な

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
儒
教
に
よ
る
祈
り
は
天
帝
に

通
じ
ず
、
儒
教
世
界
の
規
律
を
犯
し
て
罰
せ
ら
れ
た
竜
が
、
仏
教
世
界
で
徳
が
認

め
ら
れ
、
再
び
天
に
昇
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
仏
教
世
界
は
儒
教
世
界
と
異
な

る
秩
序
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
補
う
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
条
の

末
尾
で
触
れ
ら
れ
る
『
太
平
広
記
』
所
載
の
「
釋
玄
照
」
で
も
類
似
の
構
造
が
見

ら
れ
る
。
孫
思
邈
は
生
涯
仕
官
せ
ず
、
道
士
と
し
て
儒
教
の
外
に
あ
る
様
々
な
術

を
学
ん
だ
人
物
で
あ
り
、
勝
手
に
雨
を
降
ら
せ
た
こ
と
で
天
帝
の
怒
り
に
触
れ
た

竜
を
匿
い
、
天
帝
の
使
者
に
対
し
て
弁
明
を
行
っ
て
、
そ
の
処
罰
を
免
れ
さ
せ
た
。

こ
こ
で
も
外
部
か
ら
儒
教
の
秩
序
に
干
渉
し
て
お
り
、
天
帝
を
頂
点
と
す
る
秩
序

と
は
別
の
神
々
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
一
方
、
地
方
官
で
あ
る
李
金

吾
は
竜
に
対
し
て
、
雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
廟
を
建
て
る
こ
と
を
約
束
し
、
事

後
に
は
朝
廷
に
賜
額
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
う
し
て
雨
を
降
ら
せ
た
竜
は
、
王
朝

の
公
認
す
る
神
々
の
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
後
世
ま
で
人
々
の
信
仰
を
集
め

る
存
在
へ
と
昇
華
し
た
。
つ
ま
り
地
方
官
に
よ
る
統
治
は
、
複
数
の
神
々
の
世
界

を
柔
軟
に
横
断
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
現
在
確
認
で
き
る

明
清
時
代
の
地
方
志
か
ら
は
、
こ
の
時
に
建
て
ら
れ
た
廟
を
直
接
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
注(

9)

に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
条
の
逸
話
と
の
関
連
が
強
く
疑

わ
れ
る
地
名
が
存
在
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
逸
話
の
も
と
と
な
っ
た
出
来
事

が
実
際
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

祈
雨
、
仏
僧
、
竜
、
賜
額
、
道
士
、
旱
魃
、
天
帝
、
雨
乞
い
の
儀
礼
、
竜
の
化
身
、

地
方
長
官 

 

 
 

六
、
『
夷
堅
志
』
支
甲
巻
第
一
「
宋
中
正
」
訳
注
稿 

 【
原
文
】
宋
中
正 

魏
人
王
員
外
以
納
粟
得
州
助
敎
、
家
富
而
性
狠
戾
自
暴
。
出
遇
神
祠
、
未
嘗
加
敬
、

或
指
而
詈
侮
。
虜
亮
正
隆
初
、
有
士
人
通
謁
、
曰
宋
中
正
。
既
進
見
、
爲
縱
陳
禍

福
、
其
言
似
涉
譏
戒
。
王
不
悅
、
答
之
曰
、
「
天
生
德
于
予
、
禍
福
其
如
予
何
。
」

客
曰
、「
君
恃
力
愎
諫
、
匪
朝
伊
夕
。
熒
惑
眞
君
將
不
日
臨
君
家
、
速
禳
之
、
尚
可

免
戾
。
」
王
曰
、
「
使
禍
可
禳
而
去
、
則
福
亦
可
禱
而
來
。
子
勿
以
不
根
之
辭
誑
惑

於
我
。
」
客
咄
咄
不
已
、
王
叱
遣
之
。
經
旬
、
又
一
客
、
緋
衣
、
亦
稱
姓
宋
、
與
王

語
如
中
正
之
辭
。
王
曰
、「
旬
日
前
一
宋
秀
才
相
訪
、
意
欲
相
恐
脅
、
吾
固
拒
不
聽
。

君
豈
其
黨
邪
。
吾
平
生
直
心
、
於
鬼
神
之
事
無
所
畏
敬
。
君
衣
朱
衣
而
姓
宋
、
得

非
熒
惑
之
精
乎
。
」
復
叱
之
。
其
人
出
外
、
仰
天
大
呼
、
卽
有
塊
火
從
空
飛
下
、
衆

爭
赴
救
。
王
猶
鴟
張
大
言
曰
、
「
不
足
救
也
。
此
不
過
能
爇
廬
舍
耳
。
」
俄
頃
火
焔
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一 
九 

旋
轉
、
散
爲
數
十
炬
、
王
屋
邸
無
遠
近
、
一
切
蕩
然
。
金
玉
堅
白
、
俱
爲
煨
燼
。

其
居
之
側
、
故
有
火
星
廟
、
略
無
所
損
。 

  【
現
代
語
訳
】 

魏(

1)

の
人
で
あ
る
王
員
外(

2)

は
納
粟
に
よ
り
州
助
教
の
官
を
得
た
人
で
あ

り 
(

3)

、
家
は
裕
福
で
は
あ
っ
た
も
の
の
そ
の
本
性
は
凶
悪
残
暴
で
自
分
を
粗
末

に
扱
う
人
で
あ
っ
た
。
外
出
し
て
神
祠
に
遭
遇
し
た
と
し
て
も
、
特
に
敬
う
こ
と

な
ど
な
く
、
指
さ
し
て
侮
蔑
の
言
葉
を
投
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
金
虜
海
陵
王
の

正
隆
年
間
（
一
一
五
六
年
～
一
一
六
一
年
）
の
初
め(

4)

、
士
人
で
お
目
通
り
を
願

っ
た
者
が
い
て
、
宋
中
正
と
い
っ
た
。
面
会
し
て
み
る
と
、
遠
慮
な
く
禍
福
に
つ

い
て
述
べ
、
そ
の
言
葉
は
非
難
や
警
告
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。
王
員
外
は
こ
れ

を
聞
い
て
不
愉
快
に
思
い
、
宋
中
正
に
答
え
て
、「
私
は
天
か
ら
徳
を
授
か
っ
て
い

る
の
で
、
禍
福
ご
と
き
に
は
影
響
を
受
け
な
い
。
」(

5)

と
言
っ
た
。
宋
中
正
は
、

「
あ
な
た
は
自
ら
の
力
を
恃
ん
で
諫
言
を
聞
か
な
い
こ
と
、
日
常
茶
飯
事
で
す
。

熒
惑
真
君
（
火
神
）(

6)

が
近
日
中
に
は
あ
な
た
の
家
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
が
、

速
や
か
に
火
神
を
祀
っ
て
災
い
を
は
ら
え
ば
、
な
お
災
厄
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
た
。
王
員
外
は
、
「
禍
が
神
を
祀
っ
て
は
ら
い
去
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
福
も
神
に
祈
れ
ば
到
来
す
る
は
ず
だ
。(

7)

あ
な
た
は
根
拠
の
な
い
言

葉
で
私
を
欺
き
惑
わ
す
こ
と
は
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
言
っ
た
。
客
人
は

強
い
け
ん
ま
く
で
責
め
続
け
た
の
で
、
王
員
外
は
叱
り
つ
け
て
彼
を
追
い
払
っ
た
。

十
日
経
っ
て
、
ま
た
一
人
の
客
が
あ
っ
た
が
、
朱
色
の
服
を
ま
と
い
、
や
は
り
姓

は
宋
だ
と
名
の
り
、
王
員
外
に
宋
中
正
の
発
言
通
り
に
告
げ
た
。
王
員
外
は
、「
十

日
前
に
宋
秀
才(

8)

と
い
う
も
の
が
訪
問
し
私
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
よ
う
と
し
た

が
、
私
は
勿
論
、
拒
絶
し
て
従
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
は
そ
の
一
味
で
は
な

い
か
。
私
は
日
頃
か
ら
疚
し
い
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
、
鬼
神
に
対
し
て
も
畏
れ
敬

う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
あ
な
た
は
朱
色
の
服
を
着
て
姓
が
宋
と
な
る
と
、
さ
て

は
火
星
の
精
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
言
っ
た(

9)

。〔
王
員
外
は
〕
再
び
客
人
の
宋

を
叱
り
つ
け
た
。
そ
の
人
が
邸
宅
の
外
に
出
て
、
天
を
仰
い
で
大
声
で
呼
び
か
け

る
と
、
た
ち
ま
ち
火
の
塊
が
空
か
ら
降
っ
て
き
た
の
で
、
人
々
は
争
っ
て
火
を
消

そ
う
と
走
り
回
っ
た
。
王
員
外
は
そ
れ
で
も
傲
岸
に
ほ
ら
を
吹
い
て
「
火
消
し
す

る
ま
で
も
な
い
。
こ
ん
な
の
は
せ
い
ぜ
い
小
屋
を
焼
く
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
言

っ
た
。
瞬
く
間
に
火
炎
は
旋
回
し
分
か
れ
て
数
十
と
な
っ
て
〔
降
り
そ
そ
い
だ
の

で
〕
、
王
員
外
の
邸
宅
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
、
一
切
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

〔
王
員
外
が
所
有
し
て
い
た
〕
黄
金
や
珠
玉
は
堅
く
て
穢
れ
の
な
い
も
の
だ
が
、

す
べ
て
灰
燼
に
帰
し
た
。
彼
の
邸
宅
の
側
に
は
、
も
と
も
と
火
星
廟(

10)

が
あ
っ
た

が
、
ほ
ぼ
損
傷
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 【
注
釈
】 

(

1)

魏
は
地
理
的
に
は
現
在
の
河
南
省
一
帯
を
指
し
、
歴
史
的
に
は
主
と
し
て
戦

国
時
代
に
同
地
域
を
支
配
し
た
国
名
を
指
す
。
本
条
の
舞
台
は
具
体
的
に
は
不

明
で
あ
る
が
、
戦
国
時
代
の
魏
の
都
で
あ
っ
た
大
梁
は
北
宋
期
の
都
の
開
封
府

で
あ
る
た
め
、
魏
と
宋
は
地
理
的
・
歴
史
的
に
近
い
関
係
に
あ
る
。 

(

2)

王
員
外
に
つ
い
て
は
未
詳
。
た
だ
し
本
文
及
び
後
注(

3)

に
あ
る
よ
う
に
、

納
粟
に
よ
り
買
官
し
た
人
物
な
の
で
、
土
地
の
富
民
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

(

3)

金
代
の
州
助
教
に
つ
い
て
判
然
と
し
な
い
が
、
宋
代
と
大
き
な
差
異
は
な
い
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二 
〇 

と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
も
あ
る
通
り
、
州
助
教
は
主
と
し
て
納
粟
等
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
官
で
あ
る
。
納
粟
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
魏
美
月

「
宋
代
進
納
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察―

特
に
そ
の
勅
令
の
沿
革
表
を
中
心

に
」（
『
待
兼
山
論
叢
（
史
学
篇
）
』
七
、
一
九
七
四
年
）
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、

災
害
・
国
防
対
策
、
倉
貯
と
い
っ
た
理
由
か
ら
来
る
「
緊
急
の
財
政
需
要
」
に

対
応
す
る
臨
時
の
措
置
と
し
て
、
銭
や
穀
物
等
と
引
き
か
え
に
官
を
売
り
だ
し

た
こ
と
、
主
と
し
て
無
品
の
流
外
官
（
例
え
ば
文
学
・
助
教
・
進
武
副
尉
な
ど

虚
名
で
あ
る
未
出
官
）
や
品
官
の
従
九
品
が
引
き
か
え
の
対
象
と
な
っ
て
い
た

こ
と
、
冗
官
の
原
因
と
な
っ
た
た
め
に
批
判
を
受
け
て
い
た
こ
と
等
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
史
料
上
で
は
契
丹
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
景
徳
二
年
（
一
〇

〇
五
年
）
に
河
北
で
二
千
石
か
ら
二
千
五
百
石
で
州
助
教
の
官
を
与
え
て
い
た

記
録
（
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五
九
、
同
年
二
月
甲
申
条
）
や
饉
民
へ
の
賑

給
お
よ
び
常
平
倉
の
糴
本
と
す
る
た
め
に
州
助
教
等
の
勅
告
が
売
り
だ
さ
れ

た
記
録
が
見
え
る
（
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
五
四
、
煕
寧
七
年
七
月
戊
申

条
）
。 

(

4)

正
隆
年
間
（
一
一
五
六
年
～
一
一
六
一
年
）
と
は
海
陵
王
の
最
後
の
年
号
で

あ
り
、
南
宋
の
年
号
で
い
え
ば
紹
興
二
十
六
年
か
ら
同
三
十
一
年
に
あ
た
る
。

こ
の
正
隆
年
間
は
宋
金
関
係
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
紹
興
二
十
五
年
（
一
一
五
五
年
）
十
月
に
宋
金
和
平
の
立
役
者
で
あ
っ
た

秦
檜
が
死
去
、「
金
國
頗
疑
前
盟
不
堅
。
」（
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
七
二
、

紹
興
二
十
有
六
年
三
月
丙
寅
条
）
と
な
る
一
方
で
、
宋
側
も
東
平
府
進
士
の
梁

勛
が
「
金
人
必
擧
兵
、
宜
爲
之
備
。
」
と
上
書
す
る
な
ど
（
『
建
炎
以
来
繋
年
要

録
』
巻
一
七
二
、
紹
興
二
十
有
六
年
三
月
乙
丑
条
）
、
両
国
関
係
は
新
た
な
局

面
を
迎
え
た
。
そ
し
て
正
隆
六
年
（
南
宋
で
は
紹
興
三
十
一
年
）
に
海
陵
王
は

和
議
を
破
り
、
対
南
宋
戦
争
を
開
始
し
た
が
失
敗
に
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
正

隆
年
間
初
め
と
は
宋
金
関
係
が
破
綻
に
向
か
い
始
め
た
時
期
で
あ
る
た
め
、
本

条
の
舞
台
を
こ
の
時
期
に
設
定
し
た
理
由
も
こ
の
こ
と
を
暗
示
し
た
か
っ
た

か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。 

(

5)

『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
天
生
德
於
予
。
桓
魋
其
如
予
何
。
」
に
拠
る
。
孔

子
が
宋
に
行
っ
た
際
に
、
司
馬
の
向
魋
が
孔
子
を
殺
そ
う
と
し
た
。
そ
の
時
に

孔
子
が
発
し
た
言
葉
が
こ
れ
で
あ
る
。
王
員
外
は
自
ら
を
孔
子
に
な
ぞ
ら
え
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
も
不
敬
な
王
員
外
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
構
造
と
な
っ
て

い
る
。 

(

6)

熒
惑
真
君
は
、
火
徳
真
君
の
こ
と
で
、
五
徳
星
君
の
一
つ
。
『
宋
史
』
巻
一

〇
三
、
礼
志
六
に
、
「
建
中
靖
國
元
年
、
又
建
陽
德
觀
以
祀
熒
惑
。
」
と
あ
り
、

『
宋
会
要
輯
稿
』
礼
一
九
之
一
五
、
紹
興
十
八
年
（
一
一
四
八
年
）
五
月
四
日

に
「
禮
部
侍
郎
沈
該
言…

先
朝
建
陽
德
觀
、
專
奉
火
德
、
配
以
閼
伯
、
而
祀
以

夏
至
。
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
火
徳
の
王
朝
で
あ
る
宋
朝
は
こ
の
神
を
国
家

祭
祀
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
注
の(

9)

、(

10)

も
参
照
の
こ

と
。 

(

7)

張
九
齢
『
曲
江
集
』
巻
一
九
、
大
唐
金
紫
光
禄
大
夫
行
侍
中
兼
吏
部
尚
書
弘

文
館
学
士
贈
太
師
正
平
忠
憲
公
裴
公
碑
銘
并
序
（
裴
光
庭
碑
）
「
使
禍
可
禳
而

去
、
則
福
可
祝
而
來
也
。
」
に
拠
る
。
『
新
唐
書
』
巻
一
〇
八
、
裴
行
倹
伝
附
伝

光
庭
に
も
あ
り
。
唐
代
の
開
元
年
間
（
七
一
三
年
～
七
四
一
年
）
、
天
文
官
が

凶
兆
を
報
告
し
、
禍
を
祓
う
こ
と
を
請
う
た
際
の
裴
光
庭
の
言
葉
で
あ
る
。 

(

8)

秀
才
と
は
唐
代
で
は
秀
才
科
、
宋
代
で
は
進
士
の
こ
と
を
指
す
場
合
も
あ
る
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が
（
高
承
『
事
物
紀
原
』
巻
三
）
、
こ
こ
で
は
知
識
人
一
般
を
指
す
名
称
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

(

9)
宋
朝
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
、
建
隆
元
年
（
九
六
〇
年
）
三
月
壬
戌

条
に
「
有
司
言
國
家
受
周
禪
、
周
木
德
、
木
生
火
、
當
以
火
德
王
、
色
尚
赤
、

臘
用
戌
、
從
之
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
建
国
当
初
よ
り
火
徳
の
王
朝
で
あ
る
と

規
定
し
て
い
た
。
火
徳
で
あ
る
た
め
、
色
は
赤
を
貴
ぶ
。
こ
こ
で
の
王
員
外
の

言
葉
は
、
宋
中
正
が
単
な
る
人
間
で
は
な
く
、
火
徳
を
体
現
し
た
存
在
（
さ
ら

に
言
え
ば
宋
朝
そ
の
も
の
）
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

(

10)

火
星
廟
、
火
徳
真
君
廟
と
も
称
さ
れ
る
。
前
注(

9)

で
述
べ
た
よ
う
に
宋
朝

は
自
ら
を
火
徳
の
王
朝
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
た
め
、
前
注(

6)

に
あ
る
よ

う
に
火
徳
真
君
を
国
家
祭
祀
の
対
象
と
し
て
い
た
。
そ
の
火
徳
真
君
を
祀
っ
た

場
所
が
火
星
廟
で
あ
る
。
ま
た
『
宋
会
要
輯
稿
』
礼
四
之
二
、
紹
興
七
年
（
一

一
三
七
年
）
六
月
二
日
に
「
古
之
火
正
、
蓋
火
官
也
。
帝
嚳
則
有
祝
融
、
陶
唐

則
有
閼
伯
、
掌
行
火
正
、
以
順
天
時
。
後
世
尊
爲
火
祖
、
配
祭
火
星
。
」
お
よ

び
前
掲
同
書
、
礼
一
九
之
一
五
、
紹
興
十
八
年
（
一
一
四
八
年
）
五
月
四
日
に

も
あ
る
よ
う
に
、
帝
堯
の
時
代
の
火
正
、
す
な
わ
ち
天
文
官
で
あ
っ
た
閼
伯
が

配
祀
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 【
解
説
】 

本
巻
の
第
十
話
。
本
話
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
不
敬
な
王
員
外
（
す
な
わ

ち
金
朝
に
従
っ
た
漢
人
）
を
、
火
星
廟
の
火
神
が
懲
ら
し
め
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。 

宋
朝
は
火
徳
の
王
朝
で
あ
り
、
火
神
を
祀
っ
て
い
た
が
、
本
条
で
は
こ
の
火
神

が
登
場
す
る
。
一
度
目
の
警
告
は
宋
中
正
に
よ
る
も
の
で
、
熒
惑
真
君
の
名
前
を

出
し
て
王
員
外
を
諫
め
る
が
、
王
員
外
は
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
。
二
度
目
の
警
告

は
や
は
り
宋
を
姓
と
す
る
人
物
の
口
を
借
り
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
の
王
員
外

の
「
あ
な
た
は
朱
色
の
服
を
着
て
姓
が
宋
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
人
物
が
宋
中

正
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
言
葉
で
あ
る
が
、
同
時
に
火
徳
で
あ
る
宋
朝
を
体

現
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
二
度
目
の
警
告
も
無
視
し
た
結
果
、
空

か
ら
降
っ
て
き
た
火
の
塊
に
よ
っ
て
、
王
員
外
は
邸
宅
も
財
産
も
す
べ
て
を
失
う

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

以
上
が
本
条
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
か
つ
て
の
宋
朝
の
中
心
地
で
金
に
従
い
、

鬼
神
や
宋
朝
の
威
光
を
畏
敬
し
な
い
漢
人
の
悲
惨
な
末
路
か
ら
は
、
や
が
て
は
宋

朝
が
不
敬
な
金
を
駆
逐
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
正

隆
年
間
初
め
と
い
う
時
期
設
定
が
、
注(

4)

で
述
べ
た
よ
う
に
宋
金
関
係
の
悪
化

が
始
ま
る
時
期
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
示
唆
を
強
め
る
効
果
を
与
え
て
い
る
。 

最
後
に
本
条
の
舞
台
と
な
っ
た
地
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
条
の
舞

台
は
繰
り
返
し
と
な
る
が
魏
で
あ
り
、
そ
の
設
定
効
果
は
宋
と
の
連
続
性
に
あ
る
。

だ
が
史
料
上
、
こ
の
地
に
は
注(

10)

で
述
べ
た
閼
伯
廟
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
九
年
条
に
「
陶
唐
氏
之
火
正
閼
伯
、

居
商
丘
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
閼
伯
は
商
丘
（
北
宋
期
の
応
天
府
）
に
居
し
た
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
『
揮
麈
後
録
』
巻
一
に
は
「
太
祖
皇
帝
草
昧
日
、
客
遊
睢
陽
、
醉

卧
閼
伯
廟
、
夢
中
覺
有
異
、
既
醒
、
焚
香
殿
上
、
取
木
㺽
珓
以
卜
平
生
、
自
禆
將

至
大
帥
皆
不
應
、
遂
以
九
五
占
之
、
珓
盤
旋
空
中
、
已
而
大
契
、
太
祖
益
以
自
負
。

後
以
歸
德
軍
節
度
使
建
國
號
大
宋
、
升
府
曰
應
天
。
」
と
あ
り
（
睢
陽
は
現
在
の
商

丘
市
内
）
、
張
方
平
も
ま
た
閼
伯
廟
に
言
及
し
つ
つ
、
商
丘
は
古
の
宋
の
地
で
あ
り
、
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ま
た
本
朝
発
祥
の
地
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
『
楽
全
集
』
巻
二
六
、
論
祠
廟
事
）
。

す
な
わ
ち
、
宋
代
の
商
丘
に
閼
伯
廟
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
同
時
代
人
に
広
く

知
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。 

こ
の
こ
と
を
以
て
本
条
の
舞
台
を
積
極
的
に
商
丘
に
比
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
こ
の
閼
伯
廟
と
本
条
の
火
星
廟
が
完
全
に
一
致
す
る
か
も
疑
問
だ

が
、
注(

10)
で
も
挙
げ
た
よ
う
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
本
条
冒
頭
に
て
「
魏
」
を
出
す
こ
と
で
宋
朝
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
連

想
さ
せ
、
本
条
末
尾
に
て
火
星
廟
（
閼
伯
廟
）
の
名
前
を
出
す
こ
と
で
商
丘
や
宋

朝
の
発
祥
地
を
連
想
可
能
と
さ
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
本
条
に
地
名
が
一
切
登
場

し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
逸
話
の
構
造
と
し
て
は
問
題
な
く
成
立
す
る
。
だ
が
あ

え
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
宋
対
金
」
の
構
造
を
強
め
る
効
果
を
狙
っ
た

と
思
わ
れ
る
。 

 【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

熒
惑
真
君
、
火
神
、
火
星
廟
、
火
徳
、
正
隆
年
間
、
納
粟
補
官
、
華
北
の
漢
人
、

宋
朝
の
威
光 

  
 

む
す
び
に
か
え
て 

 

本
稿
で
は
、
『
夷
堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
一
考
察
と
、
『
夷
堅
志
』

支
甲
巻
第
一
に
所
収
の
五
話
に
関
わ
る
訳
注
稿
の
成
果
の
紹
介
に
止
ま
っ
た
が
、

最
後
に
こ
の
五
話
に
基
づ
い
た
史
的
研
究
活
用
へ
の
便
を
は
か
る
た
め
の
一
覧
表

を
表
２
と
し
て
呈
示
し
て
お
き
た
い
。 

 

                      

表 2 『夷堅志』の史的研究活用に向けた一覧表 

標題 内容関連キーワード 登場人物 地域 時期 提供者 出典 

樓煩道中婦

人 

保（堡）、難姓、婦人（女性）、 

素衣高髻、邸舍、保伍、自誣、 

州曹掾、天祐、掛け言葉、 

朽木の怪、地方の裁判制度、 

旅、交通、孝、倫理観、墓、 

胥吏の実態、検屍、 

村民レベルでの儒教受容 

村民の難言 

若い婦人 

曹掾の明生 

知州 

嵐州 

宜芳県 

飛鳶堡 

楼煩県 

金初？ 朱従竜 支甲巻 1 

普光寺僧 

普光寺、行童（童行）、 

化士（化主）、瘍医、 

驢馬への現世における変身 

転生応報譚、寺僧、驢馬 

行童の元暉 

元暉の父､王大 

寺僧 

瘍医の孔彦璋 

恩州 

武城県 
金初？ 朱従竜 支甲巻 1 

劉將軍 

金占領下の華北、旱魃、 

祈雨、泰山信仰、竜神、 

夢、劉豫、地方長官、 

天人相関説（天譴） 

劉将軍 泰安軍 
皇統2年 

(1142) 
朱従竜 支甲巻 1 

河中西巖龍 

祈雨、仏僧、竜、賜額、道士、 

旱魃、天帝、雨乞いの儀礼、 

竜の化身、地方長官 

知府の李金吾 

西巌寺の僧の 

慈恵 

河中府 
皇統年間 

(1141-1149) 
朱従竜 支甲巻 1 

宋中正 

熒惑真君、火神、火星廟、 

火徳、正隆年間、納粟補官、 

華北の漢人、宋朝の威光 

富民の王員外 

士人の宋中正 

熒惑真君 

魏 

開封府？ 

応天府？ 

正隆年間 

(1156-1161) 
朱従竜 支甲巻 1 
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二 
三 

表
２
は
、
各
逸
話
の
標
題
、
内
容
関
連
キ
ー
ワ
ー
ド
、
登
場
人
物
、
逸
話
の
舞

台
と
な
っ
た
地
域
、
時
期
、
話
題
の
提
供
者
、
出
典
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
夷
堅
志
』
の
全
容
把
握
に
向
け
て
は
、
ま
だ
ま
だ
情
報
量
は
余
り
に
も
少
な
い

が
、
今
後
更
に
拡
充
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
は
、
本
稿
で
の
『
夷

堅
志
』
支
志
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
一
考
察
を
契
機
と
し
て
、
諸
本
の
照
合
作
業

に
よ
る
成
果
も
生
み
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

『
夷
堅
志
』
所
収
の
逸
話
が
、
我
々
の
こ
う
し
た
研
究
成
果
に
よ
り
、
よ
り
多

く
の
中
国
史
研
究
者
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
幸

甚
で
あ
る
。 

 

（
す
え 

た
か
し
：
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
教
授
） 

（
こ
じ
ま 

ひ
ろ
ゆ
き
：
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
講
師
） 

（
つ
だ 

と
も
ひ
さ
：
国
士
舘
大
学
文
学
部
講
師
） 

（
う
め
む
ら 

な
お
き
：
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
院
准
教
授
） 

（
む
ら
た 

が
く
：
神
田
外
語
学
院
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
＆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
部
） 

 

 

１ 

こ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
須
江
隆
を
研
究
代
表
者
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
、

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
の
四
年
間
に
わ
た
り
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤

研
究
（
Ｂ
）
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

２ 

須
江
隆･

榎
並
岳
史
「
南
宋･

洪
邁
『
夷
堅
志
』
の
史
的
研
究
活
用
に
向
け
て
（
一
） 

」

（
『
人
間
科
学
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
。 

３ 

本
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、『
夷
堅
志
』
支
志
に
着
目
し
た
理
由
や
意
義
に
つ
い
て

は
、
前
掲
注
２
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

４ 

大
塚
秀
高
「
明
代
後
期
に
お
け
る
『
夷
堅
志
』
と
そ
の
影
響
」（
伊
原
弘
・
静
永
健
編
『
南

宋
の
隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
「
夷
堅
志
」
の
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
所
収
）
、

胡
紹
文
「
『
夷
堅
志
』
版
本
研
究
」（
『
大
理
学
院
学
報
』
第
一
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
二
年
）
、

張
祝
平
「
『
夷
堅
志
』
的
版
本
研
究
」（
『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
）
、

潘
超
『
「
夷
堅
志
」
編
纂
と
諸
版
本
の
研
究
』
（
二
〇
一
七
年
度
九
州
大
学
博
士
論
文
）

下
篇
第
四
章
「
『
夷
堅
志
』
後
十
志
の
版
本
と
定
本
の
形
成
」
、
同
「
『
夷
堅
志
』
の
編
纂

と
記
事
提
供
者―

『
夷
堅
支
志
』
を
中
心
と
し
て
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』
第
四
五
号
、

二
〇
一
六
年
）
。 

５ 

愛
宕
松
男
「
洪
邁
夷
堅
志
逸
文
拾
遺
」
（
『
愛
宕
松
男
東
洋
史
学
論
集
』
第
二
巻
（
中
国

社
会
文
化
史
）
、
三
一
書
房
、
一
九
八
七
年
（
初
出
は
一
九
六
五
年
）
）
。 

６ 

『
新
刻
夷
堅
志
』
は
、
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
（
旧
北
平
図
書
館
所
蔵
本
）
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
を
ス
キ
ャ
ン
し
た
画
像
が
、
台
湾
国
家
図
書
館
古
籍
与
特
蔵
文
献
資
源
（h

ttp
://rb

o
o

k
.n

c
l.e

d
u

.tw
/N

C
L

S
e
a
rc

h
/ 

二
〇
二
一
年
二
月
二
八
日
最
終
確
認
、
以
下
同
）
を
通
じ

て
公
開
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
こ
こ
で
の
公
開
画
像
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ

の
『
新
刻
夷
堅
志
』
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
も
二
部
所
蔵
さ
れ
て
お
り
（
旧

紅
葉
山
文
庫
本
お
よ
び
高
野
山
釈
迦
院
旧
蔵
本
）
、
両
書
は
明
・
万
暦
二
十
九
年
（
一
六

〇
一
年
）
の
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
で
あ
る
。
旧
紅
葉
山
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
川
島
優
子

「
明
代
の
白
話
小
説
と
『
夷
堅
志
』
」（
前
掲
注
４
『
南
宋
の
隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
「
夷

堅
志
」
の
世
界
』
所
収
）
に
巻
一
の
封
面
お
よ
び
巻
首
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
見
る
と
封
面
に
「
辛
丑
冬
月
／
夷
堅
志
／
唐
氏
世
徳
堂
梓
」
と
刻
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
の
高
野
山
釈
迦
院
旧
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
健
哉
氏
に
よ
る

と
、
封
面
は
な
く
改
装
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
台
湾
故
宮
本
の
デ
ジ

タ
ル
画
像
に
も
封
面
が
な
い
。
目
録
上
も
刊
年
の
明
示
が
な
く
、「
明
萬
曆
間
姚
江
呂
胤

昌
校
刊
本
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
実
際
に
封
面
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
詳
細
は
後
攷
を
俟
ち
た
い
が
、
少
な
く
と
も
巻
首
画
像
の
比
較
か
ら
は
、

旧
紅
葉
山
文
庫
本
と
台
湾
故
宮
本
は
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
張
元
済

は
「
無
刊
版
年
月
」
の
呂
胤
昌
校
刊
本
を
校
訂
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の

よ
う
に
封
面
を
欠
い
た
も
の
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

他
方
、
前
掲
注
４
の
胡
論
文
で
は
、
中
国
国
家
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
新
刻

夷
堅
志
』
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
り
、
そ
の
書
誌
事
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

明
万
暦
年
間
刻
本
。
『
新
刻
夷
堅
志
十
巻
』
、
全
書
共
十
冊
。
北
京
図
書
館
館
蔵
。

十
二
行
二
十
四
字
、
二
一･

二×

一
三･

五
セ
ン
チ
。
原
題
「
宋
鄱
陽
洪
邁
著
、
明

姚
江
呂
胤
昌
校
、
繍
城
唐
晟
定
［
訂
の
誤
か
］
・
唐
杲
次
」
。 

た
だ
し
、
全
国
古
籍
普
査
登
記
基
本
数
拠
庫
（h

ttp
://2

0
2

.9
6

.3
1

.7
8

/x
lsw

o
rk

b
e
n

c
h

/

p
u

b
lish

）
の
書
誌
記
述
で
は
、「
明
書
林
唐
晟
刻
本
、
七
冊
、
存
七
卷
（
一
至
三
、
五
至
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七
、
九
）
と
な
っ
て
お
り
、
中
国
国
家
図
書
館

O
P
A

C

で
は
同
じ
本
に
つ
い
て
「
七
冊
、

十
一
行
二
十
四
字
、
白
口
、
四
周
単
辺
」
と
記
述
す
る
。
内
閣
文
庫
本
と
台
湾
故
宮
本

は
毎
半
葉
十
二
行
な
の
で
、O

P
A

C

の
最
新
の
書
誌
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
北
京
本

は
完
本
で
は
な
い
上
、
同
名
異
版
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

７ 
洪
邁
の
「
夷
堅
志
景
序
」
に
よ
れ
ば
、
曾
祖
父
（
洪
炳
）
の
諱
を
避
け
て
支
丙
を
支
景

に
し
た
と
い
う
。 

８ 

前
掲
注
４
潘
超
『
「
夷
堅
志
」
編
纂
と
諸
版
本
の
研
究
』
を
参
照
。 

９ 

「
黃
丕
烈
跋
文
」（
中
華
書
局
本
『
夷
堅
志
』「
諸
家
序
跋
」
所
収
）
に
「
余
所
藏
宋
刻
、

有
夷
堅
支
甲
、
一
至
三
三
卷
、
七
八
兩
卷
、
皆
小
字
棉
紙
者
。
夷
堅
支
壬
、
三
至
十
共

八
卷
、
夷
堅
支
癸
、
一
至
八
共
八
卷
、
皆
竹
紙
大
字
者
。
」
と
あ
っ
て
、
宋
刻
本
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
。 

１
０ 

前
掲
注
４
潘
超
『
「
夷
堅
志
」
編
纂
と
諸
版
本
の
研
究
』
を
参
照
。 

  

【
付
記
】 

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
「
南
宋･

洪
邁
『
夷
堅
志
』
の

史
的
研
究
活
用
に
向
け
た
史
料
性
及
び
全
容
の
解
明
と
情
報
ツ
ー
ル
の
構
築
」

（JS
P

S

科
研
費 

JP
1

9
H

0
1

3
2

5

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 


